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○ 松 本 委員長   そ れ では定刻になりましたの で、ただいまから「国 民生活審議会消

費者政策部会」「第１ 回公益通報者保護制度 検討委員会」を開催い たします。  

  本 日 は、お忙しい中 お集まりいただきまし て誠にありがとうござ います。  

  ま だ 、出席予定 で来 られていない方が若干 おられますが、16 名 の 委員の方が御出

席いただける予定にな っております。  

  本 日 は、公益通報者 保護制度の具体的内容 について審議させてい ただきます。  

  そ れ では、まず、事 務局より資料について 御説明をお願いいたし ます。  

○ 幸 田消費者調整課長   そ れ では、まず初め に、本日の資料の確認 をさせていただ

きたいと思います。  

  資 料 番号が右肩に書 いてございますけれど も、配布資料といたし まして、資料１

から資料７までござい ます。御確認をいただ きたいと思います。  

  ま ず 、資料１でござ いますが、委員の名簿 でございます。前回の 懇談会で委員の

予定者名簿という形で 配布させていただきま したが、正式な委員発 令がなされまし

たので、委員名簿とし て配布させていただい ております。  

  資 料 ２は、委員会の 運営要領でございます 。これは前回の配布資 料から案が取れ

たものでございます。  

  資 料 ３でございます が、当委員会の検討ス ケジュールでございま す。前回の配布

資料では、第４回の開 催日時が日時未定とし ておりましたけれども 、委員の皆様方

の御都合をお伺いして 、４月の開催予定を４ 月 21 日 と させていただいております 。 

  資 料 ４でございます けれども、消費者政策 部会の中間報告に対す る意見募集のう

ち、公益通報者の保護 制度の部分に関する概 要でございます。後ほ ど内容は御説明

いたしますが、委員の 方々には別途参考資料 として、寄せられた意 見のすべてをそ

のまま載せております 。ただ、個人のお名前 、住所については削除 した形で配布を

させていただいてござ います。  

  資 料 ５でございます が、制度の具体的な内 容、検討資料Aという ことで、本日の

検討資料でございます 。  

  資 料 ６でございます けれども、前回の懇談 会で片山委員の方から 、内部前置の問

題に関する消費者政策 部会でのやりとりにつ いて知りたいというこ とでございまし

たので、関係部分を議 事録から抜粋して配布 させていただいており ます。  

  資 料 ７でございます が、本日御欠席の神田 委員の方から御意見が 出されておりま

すので、配布させてい ただいております。  
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  そ れ で は、資料４か ら御説明をさせていた だきたいと思います。  

  こ れ は、国民生活審 議会の消費者政策部会 の中間報告に対する意 見募集の結果の

公益通報者保護制度部 分でございます。  

  消 費 者政策部会では 、昨年の 12 月 26 日 に 中 間報告を公表いたしま したけれども、

12 月 27 日 か ら今年の １月 27 日 ま での間、国民生活局のホームペ ージ『消費者の窓』

の方で意見募集を行い ました。その関係の公 益通報者保護制度の部 分の結果の概要

でございます。  

  ま ず 、１としまして 、意見の件数ですが、 公益通報者保護制度の 部分については

46 件 の 意見が寄せら れております。  

  内 訳 としましては、弁護士会あるいは弁護 士の方からの御意見 が 14 件 ご ざいます。

そこに団体名を二つ書 かせていただいており ますが、団体名から寄 せられた意見に

ついては、そこに 名前 を記載させていただい ております。14 件 の ほかは弁護士個人

の方からということで ございます。  

  そ の 次は消費者団体 、消費者生活相談員、 消費生活アドバイザー の方からという

ことで 12 件 の 御意見が寄せられてございま す。  

  そ の 次は、事業者団 体からということで、 ３件の御意見が寄せら れております。  

  そ れ から会社員個人 の方から 10 件 の 御意見をいただいておりま す。  

  最 後 にその他の団体 、議員、公務員、学生 などから７件というこ とで、川田悦子

衆議院議員ほか、公益 通報支援センターなど から御意見をいただい ております。  

  ２ 枚 目を御覧いただ きますと、主な意見で ございますけれども、 まず、制度の必

要性の部分につきまし て、最初の二つは積極 的な意見でございます 。消費者、一般

市民の声を取り入れて 、立法に積極的に生か してほしい、あるいは 公益通報者保護

制度の必要性の認識に は賛同するという御意 見がございます。  

  次 の 二つは慎重な御 意見でございまして、 日本の文化、社会風土 にこの制度が根

づくとは思えない、あ るいは新たな制度を設 ける前に、内部告発と 既存法制との関

係について整理すべき という意見でございま す。  

  （ ２ ）でございます が、制度の対象範囲、 守備範囲の問題でござ います。  

  最 初 のポツは、消費 者問題に限定すること についての妥当性につ いて、部会とし

ては、設置趣旨から限 界があると思われるが 、消費者問題以外の分 野での取り組み

を推進する道を切り開 かれるよう、強く要望 するという御意見でご ざいます。  

  二 つ 目のポツは、公 務員に関する部分でご ざいまして、公益通報 者保護制度は、
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企 業 の 従業員のみなら ず、公務員にも適用す べきとの御意見でござ います。  

  （ ３ ）は、通報先に 関する御意見です。  

  最 初 のポツは、通報 先は官庁に限定すべき ではないという御意見 でございます。  

  二 つ 目、３つ目は、 通報の前置の問題でご ざいますけれども、企 業内部での通報

前置を原則とすべきで はないという御意見が ある一方、３つ目のポ ツでは、事業者

による自主的対応が行 われることが原則であ り、保護対象者は社内 通報制度を利用

し、その手続を経たも のに限定すべきとの御 意見でございます。  

  （ ４ ）のその他とい うことで、様々な御意 見がございまして、最 初のポツは制度

の濫用防止を図るべく 保護される通報の要件 等は明確にすべきであ るという意見で

ございます。  

  二 つ 目のポツは、何 が保護される公益通報 であるのか、どのよう な不利益から保

護されるのかというル ールを明確にし、安心 して公益通報ができる 環境をつくるべ

きという意見でござい ます。  

  ３ つ 目の御意見は、 事業者のコンプライア ンスを促進するという 意義も重要であ

るという御意見でござ います。  

  ４ つ 目の御意見は、 現行法での不備と諸外 国の立法例を分析して から制度設計に

ついて結論を得るべき というような御意見で ございます。  

  一 番 下の３のところ にございますように、 意見の全文につきまし ては、別途内閣

府のホームページの方 で御覧いただけるよう な形にもなってござい ますので、そち

らの方も御参照いただ ければと思います。  

  資 料 ４の説明は以上 とさせていただきまし て、次に資料の５を説 明させていただ

きたいと思います。  

  こ の 資料でございま すが、制度の具体的内 容について御議論をい ただくための検

討資料といたしまして 、事務局で用意させて いただいたものでござ います。  

  目 次 を御覧いただけ ればわかりますとおり 、今回は、前回にお配 りいたしました

論点ペーパーのうち、 その前半部分「１．制 度の目的・基本的枠組 み」の部分、そ

れから「２．公益通報 者の保護」に関する部 分について資料を作成 させていただい

ております。  

  ３ か ら５につきまし ては、次回に検討資料 を用意させていただき たいと考えてお

ります。表題に検討資 料Aとなってございま すが、Aの趣旨はそう いう意味でござ

います。  
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  そ れ で は、１ページ 、２ページをお開きい ただけますでしょうか 。  

  ま ず 「１．制度の目 的・基本的枠組み」と いうことで「（１）制 度の基本的枠組

みの方向性」としまし て、論点を掲げさせて いただいております。 消費者利益の擁

護のための公益通報者 保護制度として、どの ような基本的枠組みの 方向性が適当か

ということでございま す。  

  こ の 論点の趣旨でご ざいますけれども、前 回に制度の内容のイメ ージがなかなか

湧かないという御意見 がございました。また 、どのような制度の目 的、あるいは枠

組みを採用するかによ りまして、個別の制度 の具体的内容が変わっ てくるという側

面もございます。そこ で、今後、個別の論点 の検討を進めるに当た って、制度の目

的あるいは枠組みの基 本的な方向性を念頭に 置きながら御議論を進 めていただけれ

ばという趣旨で、最初 の論点として枠組みを 用意させていただいて おります。  

  対 応 案としまして、 Ａ案、Ｂ案と二つ用意 させていただいており ます。２ページ

を御覧いただきますと 、表の形で示してござ いますが、Ａ案としま して、まず、行

政法的枠組みと仮に名 付けてございますけれ ども、この考え方は、 消費者利益の擁

護に関係する法令の実 効性を確保するために 、従業者が行政による 監視体制を補完

して行政機関に通報で きることとし、通報者 への解雇等の不利益な 取扱いを禁止す

るというものでござい ます。  

  類 例 といたしまして は、今、原子炉等規制 法に公益通報者の保護 の条文がござい

ますけれども、こうい う法令の実効性を確保 するための規定を、他 の法令にも広げ

ていこうという考え方 でございます。  

  こ の 場合、制度の対 象としましては、保護 される通報のところを 御覧いただけれ

ばわかりますけれども 、消費者の利益を害す る一定の違法行為とい うことで、対象

法令を個別に特定して いく必要がございます 。  

  あ る いは、逆に個別 法令の中にこういう規 定を置くと考えていた だいた方が分か

りやすいと思いますけ れども、法令ごとに何 を対象にするのかを考 えていく必要が

ございます。  

  も う 一つは、罰則と いうような形で通報者 の保護の実効性を確保 していく必要が

ございますので、法令 の範囲につきましても 、安全規制違反などの 一定の違法行為

に限定されてくるだろ うということでござい ます。  

  保 護 される通報先で ございますけれども「 行政機関」と書かせて いただいており

ますが、Ａ案の場合の 考え方は、個別の法令 の実効性を確保するた めに、違反行為
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に つ い て、行政処分等 の端緒となるような情 報を提供していただく というような考

え方になりますので、 通報先は行政機関とい うような形になってく るということで

ございます。  

  下 の 通報者の保護の 部分でございますけれ ども、保護の内容とし ては通報を理由

として解雇等の不利益 な取扱いを行うことを 禁止するとした上で、 保護の実効性を

確保するために、違反 した事業者に対する罰 則を科すというような ことでございま

す。  

一 番 下の通報後の対応 でございますけれども 、個別法令に基づく立 入調査、行政

処分等ということで、 結局Ａ案の場合ですと 、個別法令の実効性を 確保するために

通報していただくとい う制度でございますの で、当該個別法令に基 づいて通報に対

して立入調査なり行政 処分を実施していくこ とになるということで ございます。  

  原 子 炉等規制法にお きましても通報処理要 領などを定めまして、 例えば標準処理

期間ですとか、受け付 けた後の処理をどのよ うにするかというマニ ュアルを行政内

部で作成している現状 がございます。  

  こ の ようなＡ案に対 しまして、もう一つの 案のＢ案でございます が、民事ルール

的枠組みということで 仮に名付けさせていた だいておりますけれど も、これは一言

で申し上げますと、イ ギリスの公益開示法的 な枠組みでございます 。  

  考 え 方としまして、 消費者と事業者との間 には情報力の格差があ ると、こういう

情報力の格差にかんが み消費者利益の擁護の ための通報を行う労働 者の保護を図る

ために、通報を理由と する解雇等の不利益な 取扱いを無効とする民 事ルールを設定

するということでござ います。  

  Ａ 案 が各個別法令の 実効性の確保というこ とに主眼があるのに対 しまして、Ｂ案

は通報を行う労働者の 保護を図る民事ルール を設定するということ に主眼があると

いうことだろうと思い ます。  

  そ の 場合の制度の対 象でございますけれど も、消費者の利益を害 する行為という

書き方をさせていただ いておりますが、Ａ案 に比べてより幅広く対 象とできるのか

なということでござい ます。個別に法令を特 定するというよりも、 範囲を一般的に

言葉で定義していくと いうことになるのかと 思います。  

  そ こ のポツにござい ますが、その場合、例 え ば消費者の利益を害す る違法行為と、

それから違法行為のみ ならず、例えば違法行 為にはならないですけ れども、生命・

身体への危害があるよ うな場合、そういった ものを消費者の利益を 害する行為とし
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て 定 義 していくという ことになるんだろうと 思います。  

  次 の 通報の誠実性と いうところでございま すけれども、Ｂ案の場 合には、民事ル

ールとして、労働者と 使用者との間のルール を設定するということ でございますの

で、労働者の企業に対 する誠実労働義務との 関係上、誠実な通報に 限定するという

ことを検討する必要が あるのではないかとい うことでございます。  

  そ の 次の保護される 通報先でございますけ れども、この場合は、 消費者と事業者

との情報力の格差とい うことが基本でござい ますので、通報先とし ては、行政機関

には限定されないとい う形になってまいりま して、例えばイギリス の公益開示法で

は、そこに書いてござ いますように「A事業 者」「B行政機関」「 Cその他の者」

ということで、要件が イギリスの場合は定ま っておりますけれども 、事業者あるい

は行政機関への通報が 困難な場合、あるいは それらへ既に通報を行 った場合、その

他として特に重大な事 案の場合には、その他 の者に通報できるとい うような規定が

なされております。  

  通 報 者の保護でござ いますけれども、民事 ルールでございますの で、まず、通報

を理由とした解雇を無 効とする部分がござい ます。  

  そ れ から、解雇以外 のその他の不利益な取 扱いについても無効と する、あるいは

禁止するというような 書きぶりが考えられる かと思います。ここに ついては、罰則

等の規定は置かずに、 紛争が生じた場合には 、個別労働紛争解決制 度、あるいは最

終的には裁判で争うと いう形になってくると 思います。  

  通 報 後の対応でござ いますけれども、イギ リスの公益開示法もそ うでございます

けれども、民事ルール という形で設定いたし ますと、この制度の枠 組みには通報後

の対応は規定されない というような形で、た だ当然のことながら、 通報が事業者の

内部へありましたら事 業者の内部で対応する 、あるいは行政機関に ありましたら行

政機関でも適切に対応 するということは、当 然おこってくることだ ろうと思います 。 

  こ う いう制度の基本 的な枠組みについて、 １ページにお戻りいた だきますと、真

ん中あたりでございま すが、Ａ案、Ｂ案の留 意点、あるいは特徴の ようなものを何

点か掲げてございます 。  

  Ａ 案 の留意点といた しましては、まずAと しまして、個別法令の 実効性確保が制

度の主目的となるとい うことがございます。  

  Bといたしまして、 個別法に基づく行政措 置の発動を前提とする こと、あるいは

端緒として情報提供い ただくという枠組みで あって、違法行為の是 正の実効性が高
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い と い うことがござい ます。  

  Cといたしまして、 罰則により保護される とことを踏まえれば、 対象は安全規制

違反など一定の違法行 為に限定されるという ことがございます。  

  Dといたしまして、 制度上保護の対象とな る通報先は行政機関に 限定されるとい

う特徴があろうかと思 います。  

  そ れ に対しまして、 下の方のＢ案の留意点 でございますけれども 、まずAといた

しまして、通報者保護 を主目的とする制度と なるという点がござい ます。  

  Bといたしまして、 様々な公益の中で消費 者利益の擁護を取り上 げて制度化を行

う政策的・制度的妥当 性をどう考えるのかと いう論点がございます 。この意味は、

Ｂ案の場合ですと、一 般的な民事ルールを設 定するということでご ざいますので、

消費者政策の観点から だけ制度化することが 妥当かどうかという論 点があろうかと

思います。  

  Cといたしまして、 通報後の是正措置につ いては、制度の枠組み の対象外になる

という点がございます 。  

  Dといたしまして、 Ａ案と比べてより幅広 く消費者利益の擁護の ための通報を対

象とできるという点が ございます。  

  Eといたしまして、 裁判例が少なく、法規 範として民事ルールを 設定すべき実体

関係があるかどうかと いう点があり、これは 解雇等の不利益な取扱 いが現に存在し

ているかどうかという ことがございます。  

  Fといたしまして、 制度上保護の対象とな る通報先は行政機関に 限定されないと

いう点がございます。  

  お お むねこういった 特徴を持つことになろ うかと考えております 。  

  ３ ペ ージを御覧いた だきますと、まず、参 考１といたしまして、 これは前回もお

示ししました原子炉等 規制法、日本にござい ます公益通報に関する 法令でございま

すけれども、そこの注 書きとして、類似の制 度といたしまして、労 働条件や安全衛

生に関する個別の法令 に対する違法行為につ いて、例えば労働基準 監督署等でござ

いますけれども、そう いうところに申告がで きると、そして申告を した場合にそれ

を理由として解雇等の 不利益な取扱いを禁止 するというような法令 が、労働基準法

ほか幾つかの法令にご ざいますので、参考ま でに掲げてございます 。  

  ４ ペ ージでございま すが、これはアメリカ の連邦法の概要を再度 整理させていた

だいてございます。  
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  ２ ０ ０ ０年に制定さ れました航空投資・改 革法でございますが、 適用範囲として

は、まず航空事業者を 適用範囲といたしまし て、（２）にございま すように航空安

全関連法への違反を通 報対象行為としており ます。それから（３） としまして、通

報先は使用者と連邦政 府という形、それから 救済は労働省への苦情 の申出という形

になってございます。  

  そ の 下にございます が、主な連邦法を分野 別に掲げてございます けれども、１と

しまして、環境あるい は原子力の安全の分野 、あるいは２としまし て、陸上交通な

どの安全の分野、３と しまして、雇用・人権 法関係ということで、 職業安全衛生関

係等々がございます。 ４といたしまして、そ の他でございますが、 公務員の分野、

あるいは証券会社の分 野といった形で個別の 分野ごとに、こういう 通報制度が法律

に盛り込まれていると いう形になっておりま す。  

  ５ ペ ージでございま すけれども、参考３は アメリカの州法でござ います。ニュー

ジャージー法の例を参 考に掲げてございます 。  

  ニ ュ ージャージーの 場合は、適用範囲は、 民間企業と公的機関の 双方を対象とし

ております。  

  （ ２ ）とし て、あら ゆる法令違反を対象と いたしまして 、（３）にございますが、

使用者内部への通報、 それから公的機関への 通報という通報先にし ております。  

  （ ４ ）にございます けれども、公的機関へ の通報については、一 定の条件がある

ということで、まず、 事業者の内部への通報 を前提としているとい う形になってご

ざいます。  

  （ ５ ）にございます ように、公的機関の通 報先は議会、裁判所、 規制機関等々と

いうことでございます 。救済は、民事訴訟と いう形で、イギリスの 制度に近い形が

州法で定められている という形になっており ます。  

  参 考 ４でございます けれども、これはイギ リスの公益開示法の通 報先を二つに分

ける考え方と、３つに 分ける考え方というこ とで整理させていただ いてございます。

これは、前回の懇談会 で宮本委員から御質問 のあった点でございま す。  

  ま ず 「１．開示のル ートを二つに分ける考 え方」でございます。  

  こ れ は、５ページの 一番下の注にございま すけれども、国立国会 図書館の方が書

かれた論文では二つに 分けるという考え方を とっております。内部 ルートの開示と

して、使用者あるいは 規制機関まで含めて内 部ルートの開示と考え るということで

ございます。もう一つ は外部ルートの開示と 、この二つで考える考 え方でございま
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す 。  

  ６ ペ ージの方は、開 示のルートを３つに分 ける考え方でございま すが、一つは内

部開示（ Internal dis closures） 、 二 つ目は規制当局への開示（ Regulatory discl

osure ） 、 ３ つ目はより広い開示（ Wider di sclosure） と い う書き方でございます

けれども、これは６ペ ージの一番下の注書き にございますが、イギ リスの「 Public 

Concern at Work」と い う公益通報に関する 中心的なＮＧＯがござ いますが、そこが

まとめた考え方でござ います。  

  内 部 開示につきまし ては、使用者に対する 開示ということでござ いますが、規制

当局への開示の部分に つきましては、そこに 個別に指定されており まして、健康安

全局、あるいは内国歳 入局等々が規制当局と して指定されておりま すけれども、こ

のような開示を行うに 当たっては、本質的に 真実であると考えてい る場合に保護さ

れるというような要件 が付け加わっておりま す。  

  そ れ から、より広い 開示でございますけれ ども、例えば警察、メ ディア、議会議

員、それから指定され ていない規制機関に対 する開示というような ものを「 Publi c 

Concern at Work」で は 広い開示と書いてご ざいます。ただ、これ は法令にそういう

形で規定されているわ けではございません。  

  よ り 広い開示の条件 としましては、規制当 局への開示の基準に加 えまして、当該

開示がすべての状況に 照らして合理的であり 、かつ自己の利益のた めになされたの

ではない場合に保護さ れるという形になって ございます。  

  「 し かし」というと ころでございますけれ ども、この開示を行う 場合には、幾つ

かの前提条件を満たさ なければならないとい うことで、（ａ）から （ｄ）まで掲げ

てございますが、まず （ａ）は当該事案を事 業者内部あるいは規制 当局に開示すれ

ば、通報者が不 利益を 被るといった場合 、 それから（ｂ ）として 、規制当局が指 定

されていなくて、かつ 使用者に開示した場合 には、証拠が隠匿され るというような

場合、 （ ｃ ）としまし て、事案を既に使用者 または規制当局に提起 したという場合、

それから  （ ｄ ）としまして、事案が特に重 大な性質を有する場合 がございます。  

  こ う いった場合によ り広い開示を行うこと ができるという形でご ざいます。  

  最 後 の段落にござい ますように、これらの 条件が満たされて、か つ雇用審判所に

よって開示が合理的で あると認められる場合 に通報者が保護される ということで、

この合理性を決定する ために雇用審判所は、 開示先の身元（ identi ty） 、 そ れから

事案の重大性、残され るリスク、それから使 用者が第三者に負う守 秘義務等の事情
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を 考 慮 して合理性を判 断するという考え方に なっているということ でございます。  

  ７ ペ ージは参考５で ございますけれども、 今申し上げたことを再 度絵にしたもの

でございます。  

  前 回 と異なっており ますのは、真ん中辺の ところでございますが 、内部への開示

を二つに分けまして、 内部への開示と規制当 局への開示という形で 書いてございま

す。  

  例 え ば、規制当局へ の開示のところの右側 に省令で指定された監 督官庁というと

ころにA＋B＋Cと書いてございますけれど も、規制当局への開示 を行うための条

件として、上に書いて おりますA、B、Cの条件が必要であるとい うことが法令上

規定されているという 趣旨でございます。  

  内 部 への開示と比べ てCの部分が増えてい るわけでございますが 、Cは本質的に

真実であると、真実相 当性というようなこと だろうと思いますけれ ども、そういう

ような要件が付け加わ るということでござい ます。  

  更 に 、その下の外部 への開示ということに なりますと、一番右側 のところを御覧

いただきますと、EＣ ＋Fということでござ いますが、更に要件と して上にござい

ま す が 、 Dの 自 己 の 利 益 の た め に 通 報 を 行 う も の で は な い と い う こ と 、 Eと し て 、

Ｃの場合は既に使用者 なりに開示しているこ と、 Fとして、事案 の すべての事情か

らみて通報が合理的で あるという要件がござ います。  

  こ う いった場合に通 報が保護されるという ような仕組みになって いるということ

でございます。  

  ８ ペ ージは、前回も お配りしたのと同じ資 料で、各国の概要をま とめたものでご

ざいます。  

  ９ ペ ージでございま すけれども、「（２） 『通報』の内容」が、 二つ目の論点で

ございまして 、保護 す べき通報の範囲をどう 考えるべきかというこ とでございます。 

  対 応 案として、Ａ案 、Ｂ案それぞれの場合 の対応案をとりあえず 掲げてございま

すけれども、Ａ案の場 合は、先ほど御説明い たしましたように、消 費者の利益を害

する一定の違法行為と いうことで、下の考え 方のところにございま すけれども、対

象となる法令の規制を 個別に特定することが 必要でございます。そ の場合には、例

えば安全規制違反など の一定の違法行為に限 定されるだろうという ことでございま

す。  

  Ｂ 案 の場合でござい ますけれども、消費者 の利益を害する行為と いうことでござ
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い ま す が、この場合に はどこまでをこの制度 によって保護すべき公 益と考えるかと

いうことを考えて検討 していく必要があると いうことでございます 。  

  考 え 方のところにご ざいますけれども、Aとしまして、消費者と 事業者との間に

は情報力格差があると いうこと、これを踏ま えて法令に違反する行 為その他の消費

者の利益を害する行為 を、保護される通報の 対象とするという基本 的な考え方があ

るとしております。そ れからBにありますよ うに、具体的な範囲を どうするかとい

う点でございます。  

  ま ず 、一つ目はアと しまして、消費者の利 益を害する違法行為と いったものが考

えられると思います。 この場合、違法行為と 言いましても、例えば 詐欺などの犯罪

行為のようなもの、二 つ目のポツにございま すけれども、安全です とか、表示です

とか、規格に関する、 いわゆる規制法に違反 している行為といった ことも考えられ

ます。  

  イ と しまして、商品 ・サービスによる生命 ・身体への危害、ある いはウとして環

境への悪影響、これら は必ずしも違法行為に ならなくてもこういう ものを保護すべ

きかどうかということ でございます。  

  エ と して、更にその 他の不当な行為全般の 問題がございます。例 えば、エの不当

行為になってまいりま すと、個別の契約違反 に関する行為、個別の 消費者との取引

での契約違反行為みた いなものについても、 公益として考えるかど うかといった点

が問題になってくると 思います。  

  10 ペ ー ジ の方を御 覧いた だ き ま す と 、 参 考 と い た し ま し て 、 Ａ 案 の 場 合 で す と 、

原子炉等規制法が一つ の参考になりますので その規定でございます 。  

  そ れ から、Ｂ案の場 合ですと、参考２とい うことで、イギリスの 公益開示法が対

象としている公益につ いて参考までに掲げて ございます。  

  11 ペ ー ジ を御覧い ただきたいと思います 。  

  参 考 ２といたしまし て、これはここ何年か の間に公益通報によっ て判明した具体

的な企業の不祥事を例 にとって、消費者の利 益を害する違法行為で あるか、あるい

はその他の違法行為で あるかという○×表を 用意させていただいて おります。  

  最 初 の三菱自動車の 場合ですと、リコール 隠しということでござ いますが、違反

法令は、道路運送車両 法違反ということで、 これは消費者の安全に 関する法令、規

制違反というところで ○を付けさせていただ いております。  

  一 つ 飛ばしまして、 雪印食品の場合でござ いますが、二つ違反が ございまして、
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一 つ は 消費者に販売す る牛肉あるいは豚肉の 産地表示を偽ったとい うことがござい

ます。これはＪＡＳ法 違反なり景表法として 行政処分がなされてい る部分でござい

ますが、これは表示を 害する違法行為と考え られると思います。  

  た だ 、もう一つはＢ ＳＥの保管対策事業、 これは国に対する補助 金の詐欺という

刑法違反でございます けれども、ここについ ては必ずしも消費者利 益を害する違法

行為ではなくて、その 他の違法行為という形 になるという整理をさ せていただいた

ものでございます。  

  そ れ から参考３でご ざいますけれども、こ れは前回もお配りいた しておりますけ

れども、内閣府が昨年 行いました一部上場企 業に対するアンケート 調査で公益の範

囲をどう考えるかとい うものでございます。  

  次 に 13 ペ ー ジを御覧いただきたいと思い ますけれども、３番目 の論点といたしま

して、「（３）通報の 真実性（通報の客観的 要件）」ということで ございます。  

  論 点 として、真実性 を通報の要件とすべき かどうかということで ございます。  

  考 え 方として、Ａ案 における通報は、立入 検査などを通報後に行 政機関が行うた

めの端緒となる情報の 提供でございますので 、必ずしも個別法の規 定上に真実性を

要件とする必要はない のではないかというこ とでございます。  

  た だ 、留意点としま して虚偽の通報であれ ば、当然刑法の業務妨 害罪等に問われ

る可能性はあるという ことでございます。  

  そ れ に対して、Ｂ案 の民事ルール的枠組み の場合でございますが 、解雇等の無効

の法的効果の要件とな るということがござい ます。それから労働者 が事業主に対し

て信義則を負っている ことを踏まえれば、通 報には真実性を求める ことが適当では

ないかという考え方を 述べてございます。参 考１としまして、イギ リスの公益開示

法を例に掲げてござい ますけれども、本質的 に真実（ Substantiall y True） と い う

書き方をされておりま すけれども、規制当局 、あるいは外部への開 示については、

真実性を法律上要件と しているということに なっております。  

  た だ 、考え方のBに ございますけれども、 名誉毀損についての民 事上の判例とい

たしまして、真実相当 性があればいいという 形になっておりますの で、同じように

考えていいのではない かということを書いて ございます。  

  次 に 15 ペ ー ジでございますが、「（４）通報の誠実性（通報の 主観的要件）」の

問題でございます。  

  論 点 としまして、誠 実性を通報の要件とし 、事業者に対する怨恨 、誹謗・中傷、
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あ る い は金銭授受等の 自己の利益を目的とし た通報を除外すべきか どうかというこ

とでございます。  

  基 本 的には、Ａ案の 考え方のところにござ いますが、行政措置発 動の端緒の情報

提供でございますので 、法令上に誠実性を要 件として規定する必要 はないのではな

いかということでござ います。ただ、留意点 にございますように、 実際の裁判にな

りましたら、こういっ た点は論点になるだろ うということでござい ます。  

  そ れ に対してＢ案の 場合でございますけれ ども、考え方のAにございますように、

Ｂ案は通報者と事業者 の間の民事ルールを設 定するということでご ざいますので、

通報者の主観的な意図 が、当事者関係を判断 する必要な要件として 考える必要があ

るのではないかと。そ の場合に、Bでござい ますけれども、労働者 が事業主に対し

て信義則に基づく誠実 労働義務を負っており ますので、通報には誠 実性を求めるこ

とが適当ではないかと いうことでございます 。  

  参 考 １にイギリスの 公益開示法を掲げてご ざいますが、43 条 Ｃ 、これは事業者内

部での通報に当たって も誠実性を要件とされ ております。  

  43 条 Ｇ の ところで すが、外部への開示、 あるいは 43 条 Ｈ ですが、特に重大な場

合の開示になりますと 、誠実性に加えまして 自己の利益のために開 示を行うもので

はないという要件も規 定されているというこ とになっております。  

  次 に 17 ペ ー ジでございますけれども 、「（５）公的部 門の提供 する商品・サービ

ス」でございます。  

  公 的 部門が消費者に 提供する商品・サービ スについても通報の対 象とすべきかど

うかということでござ います。  

  対 応 案としまして、 消費者利益の擁護の観 点からは、公的事業部 門は民間事業者

と差異はないのではな いか、同様に取り扱う べきではないかという ことでございま

す。  

  留 意 点のところに書 いてございますけれど も、消費者契約法にお きましても、事

業者の中に国等の公法 人、あるいは特殊法人 なども含めるという考 え方をとってお

りますので、消費者利 益の擁護の観点から制 度を組み立てる場合に は、いずれにし

ても対象とすべきでは ないかということでご ざいます。  

  18 ペ ー ジ は、公務員 と民間事業者との現状 の制度の違いを簡単な 表にしたもので

ございます。  

  ま ず 、通報者の保護 の部分につきましては 、今回、労働基準法が 改正されまして、
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民 間 事 業者については 、まず労働者を解雇す ることができるという 前提の上で、正

当な理由がなく行った 解雇は無効とするとい う形になっているのに 対して、国家公

務員の場合は、身分保 障がございまして、そ の意に反して免職され ることはないと

いう形になってござい ます。言わば、身分に ついて保護が手厚いと いうことでござ

いまして、通報したこ とで解雇されるという ことは、法律上はない という形になっ

てございます。  

  た だ 、若干下の方に ございますように、倫 理規程、政令のレベル では、通報した

ことで不利益な取扱い を受けないように配慮 することというような 規定も現になさ

れておりまして、民間 労働者の保護とどのよ うな形で、具体的な手 当が違ってくる

かと思いますけれども 、同じような手当を考 えていく必要があろう かと思います。  

  そ の 下の方に参考ま でに公務員の場合は、 刑事訴訟法上、告発の 義務を負ってい

るということを掲げて ございます。それから 通報体制について、例 えば倫理法では、

各省庁に倫理監督官と いうようなものを置く というような形に今の 公務員の場合に

はなっているというの を掲げてございます。 ただ、この部分につき ましては、通報

者の保護に関する部分 ではないというふうに 考えてございます。  

  19 ペ ー ジ でござい ますけれども、二つ目 の大きな論点としまし て「２．公益通報

者の保護」ということ で、具体的な保護の内 容でございます。公益 通報者の保護に

ついて、具体的にどの ような保護の内容とす べきかということでご ざいます。  

  Ａ 案 につきましては 、先ほど御説明いたし ましたように、禁止し て罰則を科する

ということでございま すけれども、Ｂ案の場 合には民事ルールとし て、まず解雇を

無効とするということ でございます。  

  そ れ からBとして、 解雇以外のその他の不 利益な取扱いについて も無効、あるい

は禁止ということを考 えてはいかがかという ことでございます。  

  考 え 方のところで、 Ｂ案のところを若干御 説明申し上げますと、 まずAとして、

現状では民法では解雇 は自由とされておりま すけれども、判例で解 雇権濫用の法理

が確立しているという ことでございます。  

  Bといたしまして、 解雇以外の懲戒の部分 につきましても、判例 で客観的に合理

的な理由を欠くような 懲戒は権利の濫用とし て無効であるというこ とが判例になっ

ております。こういっ たことを踏まえまして Cでございますが、使 用者は、企業秩

序維持の観点から労働 者に対して解雇等の不 利益処分を行うことが 一般的にはでき

るわけでございますけ れども、「しかし」と いうことで、消費者利 益の擁護のため
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の 通 報 について、情報 力の格差にかんがみて 、社会的に保護を加え る必要があるた

めに、解雇等の不利益 な取扱いを権利の濫用 として無効とするとい うことでござい

ます。  

  言 わ ば、消費者利益 の擁護の観点から、解 雇等を制限するような ルールをつくる

というような考え方で ございます。  

  20 ペ ー ジ の方の留 意点でございますけれ ども、Bのところに労 働基準法が今国会

で改正されるという法 案が提出される予定に なってございますが、 それとの関係を

若干整理してございま す。  

  労 働 基準法におきま しては、正当な理由な く行った解雇は、権利 の濫用として無

効とすることを規定さ れるということでござ いますけれども、これ との関係につい

て、まず解雇の部分で ございますけれども、 労働基準法では正当な 理由なく行った

解雇という漠然とした 書き方でございますの で、公益通報の部分に ついて、より要

件を明確化しようとい うのが、アの解雇の部 分でございます。  

  イ の 部分のその他の 不利益な取扱いにつき ましては、労働基準法 改正では、不利

益な取扱いは対象とし ておりませんので、そ れらの部分についても 無効あるいは違

法であるということを 明確化する意味が出て くるということでござ います。  

  そ れ から 21 ペ ー ジ以降は、参考資料でご ざいます。  

  参 考 １は、現状にお きまして解雇を制限し ている個別の法令を掲 げてございます。

１のDに、例えば労働 組合法においては、労 働組合の組合員である ことを理由とし

た解雇等の不利益な取 扱いを禁止しておりま す。Eは女性であるこ と、Fは育児休

業・介護休業を申し出 たことといったことに ついて解雇が制限され ているというこ

とでございます。  

  そ れ から参考２は、 不利益な取扱いという 具体的な内容でござい ます。現在、男

女雇用機会均等法にお きましては、女性であ ることを理由とした解 雇等の不利益な

取扱いが禁止されてご ざいますが、その具体 的な内容としては、通 達レベルで配置

転換、降格、減給、昇 級停止、出勤停止、雇 用契約の更新拒否等が 当たるという形

になってございます。  

  同 様 に、その下でご ざいますが、育児休業 法におきましては、育 児休暇、介護休

暇の申請をしたことで の不利益な取扱い禁止 として、アンダーライ ンが引いてござ

いますが、解雇、労働 契約内容の変更の強要 等々がこれに当たると 、これも通達が

出ているということで ございます。  
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  そ れ か ら、23 ペ ー ジの方を御覧いただき ますと、参考４でござ いますが、これは

先日、労働政策審議会 の方に報告されました 、今国会に提出予定の 労働基準法の一

部を改正する法案の要 綱ということでござい ます。先ほど御説明し ましたように、

解雇の部分について、 原則的には労働者を解 雇することができる、 ただし、その解

雇が客観的かつ合理的 な理由を欠き、社会通 念上相当であると認め られない場合は、

その権利を濫用したも のとして無効とすると いうことを定める予定 でございます。  

  25 ペ ー ジ でござい ますが、次の論点とし まして「（２）救済・紛争解決」でござ

います。通報を理由と して解雇その他の不利 益な取扱いを受けた場 合の救済・紛争

解決をどう考えるかと いうことでございます 。  

  対 応 案としまして、 既存の個別の紛争解決 制度、あるいは裁判制 度によるという

ことです。現状は、考 え方のAにございます ように、個別労働関係 紛争の解決の促

進に関する法律に基づ きまして、都道府県の 労働局長の助言指導制 度、あるいは各

都道府県におかれます 紛争調整委員会で、個 別のあっせんを受けら れるという形の

制度が整備されてござ います。 Bにございま すように、民事の紛争 でありますので、

最終的には裁判での解 決が図られるというよ うな形になっていこう かと思います。  

  27 ペ ー ジ でござい ますけれども、「（３ ）保護される通報者の 範囲」ということ

でございます。  

  論 点 として、保護対 象とする通報者の範囲 をどう考えるかという ことで、労働者、

取締役、取引関係者と いう形で書いてござい ますが、対応案としま して、Ａ案、Ｂ

案、それぞれ考え方の ところを御覧いただき ますと、Ａ案の場合に は、まず、行政

の監視体制を補完する 通報制度とございます ので、通報者の範囲を 労働者に限定す

べきではないだろうと いうことがございます 。その場合、従業者と いう捉え方で、

事業主と特定の関係に 基づいて、事実上その 業務に従事している者 が従業者と考え

られておりますので、 取締役のほか、雇用関 係にない方々も、実際 に従事していれ

ば、この従業者という 形に入ってくることだ ろうと思います。   Ｂ 案 の場合でござ

いますけれども、考え 方として、一つに労働 者は入ってまいります 。 Bとして元労

働者、Cとして派遣労 働者も入ってくると考 えられます。Dの取締 役でございます

けれども、取締役をど う取り扱うかという問 題がございます。取締 役につきまして

は、アに書いてござい ますが、労働者と比べ て企業に対して重い忠 実義務を負って

いるということ、それ から 28 ペ ー ジのイでございますけれども、企業の適正な業務

執行について責任を負 う立場にあるといった 点も踏まえれば、慎重 に考えるべきで
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は な い かというふうに 書いてございます。  

  Eの取引関係者でご ざいます。ここは、な かなか難しい問題でご ざいますけれど

も、アとして、まず、 業務委託関係などによ って、実際問題として 、その企業の業

務に従事している、ほ かの企業の労働者につ いては、派遣労働者と 同じように対象

とするということは、 考えられるのではない かということでござい ます。  

  も う 一点イとして、 取引関係そのものを保 護するということにつ いては、どのよ

うな場合に、どのよう な保護を与えるかとい うことを法律上規定す ることが可能か

という難しい問題があ るということを記載さ せていただいてござい ます。  

  29 ペ ー ジ でござい ますけれども、次の論 点として、「（４）守 秘義務・営業秘密

との関係」です。  

  こ れ は、保護対象と すべき通報者が、就業 規則や法令に基づいて 守秘義務や営業

秘密の保護義務を負っ ている場合に、これら の義務との関係をどう 考えるかという

ことでございます。  

  対 応 案として、A、 Bと分けてございます 。  

  Aは、まず、基本的 な考え方でございます が、公益通報の通報内 容は、事業者内

部の違法、不当な行為 でございますので、通 常これらは事業者の保 護すべき秘密と

は認められないという 判例、学説でございま すので、そういう意味 で守秘義務の対

象とならないので公益 通報との関係は問題に ならないということで ございます。  

  そ れ に対してBでご ざいますけれども、公 益通報に際して、事業 者あるいは第三

者の本来保護にすべき 秘密、これは製造技術 ですとか、顧客情報で すとか、そうい

ったものを資料として 併せて通報したような 場合といったものにつ いては守秘義務

との関係が問題になっ てくるということでご ざいます。  

  こ の 場合については 、公益通報の利益、そ れから保護すべき利益 を基準として個

別に判断するしかない のではないかというこ とでございます。  

  考 え 方のところで、 Cにつきまして、営業 秘密の部分につきまし て前回御質問が

ございましたけれども 、営業秘密につきまし ては、現在、営業秘密 について刑事的

保護を与えるための不 正競争防止法の改正の 検討されております。  

  30 ペ ー ジ の右側の 参考２のところに、産 業構造審議会の報告を 記載させていただ

いてございますけれど も、（１）のAのとこ ろにございますように 、我が国企業の

営業秘密が競合他社に 流出している事例が増 加して、競争力が損わ れている現状に

対して、不正競争防止 法を改正して、営業秘 密の不正取得に対する 罰則規定を導入
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す る と いう方向で、今 国会に法案の提出が検 討が行われております 。  

  こ れ と公益通報との 関係につきましては、 産業構造審議会の報告 でも、下の方の

目的のところに書いて ございますけれども、 対応として不正な競争 行為を目的とす

る場合に限定すると、 その場合に限って刑事 罰を与えるという整理 をするというこ

とにしております。  

  そ れ によって、一番 下の「なお」という段 落でございますけれど も、こういう刑

事罰の対象をこういう 形に限定することで、 内部告発等が処罰対象 から排除される

ことが明確になるとと もに、公正な企業秩序 の維持という不正競争 防止法の趣旨に

合致するというような 考え方で整理がされて ございます。  

  31 ペ ー ジ でござい ますけれども、「（５ ）通報者の損害賠償責 任」で、民事上の

責任の問題でございま す。  

  例 え ば、真実ではな い通報によって、事業 者に生じた損害につい て賠償責任をど

う考えるかということ がございます。  

  こ れ につきましては 、対応案としては個別 事案ごとに判断すべき ということで、

「なお」ということで ございますが、一般的 には真実ではない通報 であっても、真

実相当性がある通報な ど、この制度によって 保護すべき通報である 場合は、通報者

に損害賠償責任は発生 しないのではないかと いうことでございます 。  

  そ の 理由といたしま して、考え方のAでご ざいますけれども、判 例におきまして

も、労働者の加害行為 による使用者の損害に ついては、損害の公平 な分担という見

地からの信義則上相当 と認められる限度で、 賠償あるいは求償を請 求できるという

考え方でございますの で、基本的には賠償責 任は発生しないのでは ないかというこ

とでございます。  

  最 後 に 33 ペ ー ジでございますけれども「（６）通報者 の刑事責 任」の問題でござ

います。これは、論点 として正当な通報の場 合でも、例えば通報に 必要な証拠物品

を入手するに当たって 、窃盗罪あるいは横領 罪等に問われる恐れが あるのではない

かと、この刑事責任を どう考えるかというこ とでございます。  

  対 応 案としては、個 別事案ごとに違法性を 判断していくべきでは ないかというこ

とがございます。  

  考 え 方のAでござい ますが、現在、違法性 の阻却事由としては、 現行法上は刑法

の 35 条 から 37 条 ま でが規定されているだけ でございます。  

  Bにございますよう に、正当な公益通報の 場合に違法性が阻却さ れるかについて
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も 、 こ れらの規定も踏 まえながら、個々の場 合について判断してい くべきではない

かということでござい ます。  

  以 上 、長くなりまし たけれども、説明を終 わらせていただきます 。  

○ 松 本委員長   あ り がとうございました。そ れでは、ただいまから 審議を始めたい

と思いますが、今、御 説明いただきました資 料５に基づきまして、 これも論点が多

いですから、これを全 体として４つぐらいの パートに分けて順次御 議論いただきた

いと思います。  

  ま ず 、はじめに１ペ ージの「１．制度の目 的・基本的枠組み」の 「（１）制度の

基本的枠組みの方向性 」という部分が１ペー ジから８ページまでご ざいます。この

基本的なところにつき まして、まず御意見を お伺いしたいと思いま す。  

  で は 、宮本委員。  

○ 宮 本委員   イ ギ リスの法律のことを調べて いただきまして、どう もありがとうご

ざいました。国立国会 図書館の方と少し違う ようですが、私が入手 したＯＥＣＤの

いわゆる公的な報告書 の中には、後の方の「 Public Concern at Wo rk」 の 方 と同じ

ような趣旨のことを報 告しておりましたので 、こちらの方が一応正 当な解釈だと思

います。  

  も う 一つ、Ａ案、Ｂ 案というふうにお分け になりまして、アメリ カの方ではサー

ベンス－オクスリー法 をＡ案の方に分類され ておられます。  

  こ こ のところを少し 調べていただきたいん ですが、確かにサーベ ンス－オクスリ

ーは、ものすごく厳し い罰則があります。そ ういう観点では、行政 法的枠組みの分

野に入るんですが、そ のほかの分野では、私 は民事ルールの枠組み も入るのではな

いか、だから、Ａ案と Ｂ案の折衷ではないか というふうに思います 。  

  と い うのは、いかな る嫌がらせや差別に対 して包括的に保護する 、あるいは、告

発の内容に関しても、 いかなる企業の不正、 必ずしも法令違反に限 定しない不正に

も大きく網をかけて、 いわゆる投資家の保護 ですから、その企業の 株に影響するよ

うないかなること、そ れは大きなスキャンダ ルになるようなことも 入るように思い

ます。  

  そ う いうふうに包括 的に、必ずしも違法行 為だけではないという ところを見ると、

これは民事ルールの方 にも入るのではないか 。  

  ア メ リカの団体では 、この法律はものすご く高く評価しておりま して、一応通報

ルートの方も法律では 限定的に書いているの ですが、実際は連邦職 員の方の内部告
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発 や 保 護法と同じよう に、どこに通報しても 保護されるというふう に解釈されてお

ります。  

  そ の 解釈は、禁止規 定がないから今までの 判例どおりであるとい うふうに書かれ

ておりますし、そうい うところをもう一度調 べていただきたいんで すが、とにかく

サーベンス－オクスリ ー法というのは、人類 が月面に降りたときの ような画期的な

法律であるというふう に評価していますので 、もう少しこの法律も 調べていただい

て、Ａ案、Ｂ案の折衷 もあるのではないかと 、これがそのいい例で はないかと思う

ので、よろしくお願い したいと思います。  

○ 高 濱委員   全 体 に大変よく論点を整理して おられ、敬意を表した いと思います。  

  制 度 の基本的枠組み のところですが、Ａ案 として行政法的枠組み を提示し、Ｂ案

として民事ルール的な 枠組みを提示して、そ れぞれの場合について 主目的がこうな

るという形でとりまと めておられますが、ま ず、公益通報者保護制 度の目的がどう

いうものであるのか、 その目的を達成するた めにはどういう枠組み が良いのかとい

う順で議論をする方が いいのではないかと考 えております。  

  そ う なりますと、公 益通報者保護制度の究 極の目的としては、違 法行為ないしは

環境や安全に与える悪 影響というものを阻止 する、仮にそういうも のが行われた場

合には、直ちにそうい うものを是正していく ことがこの制度の目的 というように考

えるわけでございます 。  

  民 事 ルール法的枠組 みとしたときには、通 報者の保護が主目的と なるというよう

に書いてあるんですけ れども、この制度とい うのは、通報者の保護 そのものが目的

ではなくて、あくまで も違法行為というもの をどうすれば阻止でき るかということ

が目的であり、そのた めにはどういう枠組み がいいかという形で考 えていく方がい

いのではないかと思い ます。最初から枠組み を提示して、枠組みが こうならば目的

がこうなるという問題 の立て方は、逆転して いるのではないかとい う感じがします

けれども、いかがでし ょうか。  

○ 岩 田委員   私 も これを拝見したときに、な るほど枠組みというも のから分けると、

こういうことになるの かと思ったのですが、 今、御意見が出たよう に、民事ルール

の考え方で、通報した 労働者の保護というと ころが第一に出るもの なのだろうかと

思います。ある程度こ この議論は消費者利益 の擁護というところに 絞られてはいま

すけれども、やはり善 良な市民の健康とか安 心を守るというのが第 一に持って来る

べき目的であって、そ のために通報を行った 人を保護するというこ とが必要だとい
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う ふ う に頭の中で整理 しておりました。枠組 みの分け方からあとの いろいろな論点

等を見ると、行政法的 だと消費者に関連する 行政法というのはいっ ぱいありますし、

それぞれにやるという ことになると、かなり 大変かなと感じますし 、むしろ実際に

制度としてつくるとき には、民事ルール的な 方が運用というところ から考えてもい

いのかなというふうに 考えていたんですけれ ども、労働者法という のが、果たして

前面に出ていいものだ ろうかと少し疑問に感 じております。  

○ 遠 藤委員   今 と 同じ問題ですけれども、や はり何のためにこれを 議論するかとい

うことが大事だと思い ます。  

  最 終 目的は、いかに 公益の保護を図るかと いうことですので、そ のために私は会

社の中からの変革がま ず一番必要であって、 前回も申し上げました けれども、その

ために自律的なコンプ ライアンスシステムを 確立していくというこ とにウェートが

置かれるべきではない かと思います。  

  私 ど もはヘルプライ ンを提唱しているわけ ですけれども、そうい うものをいかに

育んでいくか、ベスト プラクティスを生んで いくかというところに もっと主眼を置

かれる方がよろしいの ではないかと思います 。  

  今 、 幾つかの提案が ありますけれども、こ れらの改革によって、 どれだけ公益の

保護が図られるのか、 私は甚だ疑問に思って いるところでございま す。  

  以 上 でございます。  

○ 浅 岡委員   高 濱 委員から御指摘がありまし たように、こうした制 度の最も究極的

な目的及び実際に制度 を考える具体的な指標 としても、公益の保護 の確保がいかに

図れるかということに あることは、きっと異 論がないだろうと思い ます。  

  そ う したときに、行 政が、もし法令に基づ いて監督責務を持って いるときに、そ

れを執行することにつ いて補完的な役割を果 たす通報は必要だと思 いますし、その

ための仕組みも必要だ と思うんですが、ここ の書き方の中で少し違 和感を覚えます

のは、これからの議論 というのは、こうした 行政の執行体制を行政 だけが全部やる

というように考えるの か、むしろこういう仕 組みももっと広範な体 制の中で、行政

の監視体制を促進する 方法が直接行政に申告 することだけしか考え つかないという

ふうな考え方も、Ａ案 をとりましても非常に 狭過ぎるのではないか というふうに思

います。  

  で す から、Ａ案をと ればこうなるというふ うに書いていることに も大変狭過ぎる

と思いますし、労働者 保護を図るということ をもって労働者が安心 して通報できる
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よ う に して公益を図る わけですから、労働者 が安心して通報できる 仕組みをつくる

ということはどうなの かということが後々に 重要になってくるとい うふうにも思う

わけです。  

  そ う いう意味で、そ もそもの制度目的、基 本的枠組みという部分 の中のとらえ方

について、公益目的を 図るためにいろいろな 方法があって、それの ポリシーミック

ス的にいかに組み合わ せていくかと、そうい う発想を持って今後議 論をしていくこ

とが必要なのではない かと思います。  

○ 稲 岡委員   前 回 の懇談会の最後で、委員長 からこの委員会は部会 から与えられた

マンデートの範囲内で 仕事をしますという御 集約がございますが、 そういうことで

皆さん一致されている と思います。  

  し た がって、目的は 共通していると思いま すので、あとはどうい う制度をつくる

かという立法論の問題 になろうかと思います ので、立法論の問題に なりますと、や

はり、今、事務局から 提示されたような整理 の仕方が、やはり基本 になるのではな

いかと考えております 。  

  Ａ 案 、Ｂ案両方とも 存在するわけですが、 Ｂ案の場合は、やはり イギリスの「 Pu

blic Interest Disclo sures Act」が 基 になっていると思います。この場合、いろい

ろ考えて無理があるな と思いますのは、留意 点にも書いてございま すけれども、公

益の中で消費者利益の 擁護だけ取り上げると いうのは、どう考えて も立法論的に無

理があるのかなと、私 も素人ですからわかり ませんけれども、そう いう感じがする

わけであります。  

  も う 一つ、先ほどの 事務局の説明にもあり ましたように、基本的 人権にも関わる

ような大きな課題が山 積し過ぎているという ふうに考えるわけであ ります。  

  そ れ と現実を見てい ますと、ここの資料に もありますように、ア ングロサクソン

の国で行われているだ けというのが現実だと 私は承知しております 。  

  知 人 から聞いた話で ありますけれども、イ ギリスでこれを現実に 「 Publ ic Conce

rn at Work」 の リ ーダーが見直しが必要であ ると言っていらっしゃ るそうでありま

す。やはり、ブラック メールのために使われ ている、ヨーロッパ諸 国はどう言って

いるかというと、内部 告発制度は優れてアン グロサクソン的なもの であってヨーロ

ッパには受け入れられ ないと、特にフランス の企業人なんかは、ビ シー政権に内部

告発が取り上げられて 、多くのレジスタンス が犠牲になった苦い経 験があるから、

フランスでは絶対に受 け入れられないという ふうなことを言ってお ります。  
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  そ れ か ら、86 年 の ニュージャージー州法 の原案をつくった弁護 士さんも、これか

らダウンサイディング していくんだというよ うなことを言っている んだということ

を知人から聞いたこと がございます。そうい うようなことを考えま すと、やはりＢ

案というのは余りも課 題が多いのかなと感じ ております。  

  こ の 委員会に与えら れたマンデートを考え ますと、４月 21 日 ま で に一定の結論を

出すということになり ますと、やはり余りに も課題が多いのかなと いう感じがいた

しますので、当面考え られるとしたら、Ａ案 で考えるしかないのか なという気がい

たします。  

  し か し、それにつき ましても、その前提と して企業がまず自助努 力で解決してい

くというのを前提にし て考えていくべきでは ないかなと考えており ます。ありがと

うございます。  

○ 清 水委員   大 変 丁寧な資料をいただきまし て、また御説明いただ きまして、前回

より理解が大変深まっ たと御礼を申し上げた いと思います。  

  今 、 いろいろな議論 が出ておりますけれど も、この検討会は、国 民生活審議会の

21 世 紀 型消費者政策 の在り方の中から出て いたということが１点 、もう一点は 、昨

今の多発した事件の中 から、 三 つ 目は諸外 国の内部告発者を保護 する制度の流れ

の中から出てきたとい う３点の中から、この 議論が進んできたとい うふうに思いま

すので、浅岡委員がお っしゃったように、Ａ 案かＢ案とか、これで あるか、これで

ないかということでは なくて、やはりそうい うことを踏まえて、複 合的な議論をし

て、そして出発点を常 に確認しながら審議を していただきたいとい うふうに思いま

す。  

  そ れ で、今、松本先 生から、１ページから ８ページまでというお 話がございまし

たので、その点で申し 上げますと、先ほどか ら申し上げているよう に、制度を導入

することの議論を必要 とした背景から考える と、公益通報者がどん な形であろうと

もきちんと保護される 仕組みというものをど ういうふうにつくって いくかというこ

とを目的とするべきだ というふうに思います 。  

  多 少 、消費者利益の 擁護という括弧付きで この議論をすることに ついては、私も

少しどうかなという思 いがないわけではない ですけれども、一応そ れを前提に置い

たとしても、通報者保 護の範囲というものは 可能な限り広げていく ということにす

るべきだというふうに 思います。  

  そ れ から、Ａ案かＢ 案かという選択ですが 、宮本委員がおっしゃ ったように、折
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衷 案 と いうのもあるん ではないかということ も、私たちも議論して 考えまして、も

し、今の現状を考えま したときに、よほどの 高額な罰金、もしくは 厳しい罰則、そ

ういうものを科す形の 法の枠組みよりは、む しろ告発者の保護とい うことをベース

にした民事ルール的な 枠組みを基本にする方 がよいのではないかと いうふうに思い

ます。  

  そ の ときに不利益を 与えた事業者に罰則を 科することが民事ルー ルとして可能な

のかどうか、私もそこ はわからないんですけ れども、もし可能なら ば、それを盛り

込んでいくことが望ま しいのではないかとい うことでございます。 以上です。  

○ 片 山委員   私 も Ａ案、Ｂ案どちらかで選択 的にという問題ではな いというふうに

考えております。  

  先 ほ ど来、浅岡委員 からも御指摘がありま したけれども、行政に より監視体制を

補完する方法というの は、行政機関の行政処 分発動を通報をきっか けとして促進す

るということに決して 限られない、むしろ、 事業者の不正、違法行 為を社会全体に

明らかにすることによ って透明性を高めて、 それによって不正行為 、違法行為の是

正、あるいは抑止とい うものを図るというの が今の考え方であろう というふうに思

います。  

  そ う いうふうに考え た場合に、Ａ案だけで いくというのは余りに も狭くて、基本

的にはＢ案の枠組みを ベースにすべきであろ うというふうに考えま す。  

  た だ し、ではＡ案は 要らないのかというと 、そうではなくて、消 費者の生命、身

体の安全に関わるよう な重大な違法、不正行 為があって、かつ既に その点について

行政規制の法制化が十 分に図られているよう な分野においては、そ ういうことにつ

いての通報を行った通 報者をきちんと行政法 的枠組みでも保護すべ きであって、そ

の場合に通報を理由と した解雇があった場合 には罰則付きで、そう いう不利益扱い

を禁止するという折衷 案というよりは、むし ろＢ案をベースにして 、Ａ案を付加的

に重畳的に課すという ことも十分検討できる んではないかというふ うに考えており

ます。  

○ 佐 伯委員   私 も 片山委員の御意見と同意見 でございまして、少な くともＢ案をと

ったとしても、原子炉 等規制法が廃止される わけではありませんの で、Ａ案とＢ案

が併存するということ は間違いないことかと 思います。  

  問 題 は、Ｂ案を取っ た場合にＡ案をどこま で広げていくべきかだ と思いますけれ

ども、もし罰則として 刑罰を科すということ であれば、原子炉等規 制法に準じるよ



 

 25

う な 人 の生命、身体に 対して非常に危険性が 及ぶ恐れのあるような 場合に限定され

るのかなという気がし ております。  

○ 升 田委員   最 初 に論点の１で、踏み絵を踏 まされている感じです けれども、Ａ、

Ｂどちらかを取ると、 何かほかの論点も決ま ってしまうかのごとき メモになってい

ますけれども、Ａ案も Ｂ案も基本的に目的と か機能の面から見ます と、別に今議論

されていることがそれ ぞれ無視されていると いうわけではなくて、 どのアプローチ

かということだろうと 思うんです。  

  Ｂ 案 は、ここに書い てありますように、民 事ルールということで 、Ａ案というの

は何のルールもなさそ うなんですが、要する に通報のルールを定め ているのかなと

いう気もするわけです 。  

  と こ ろで、短い期間 の中で立法化を目指す ということになります と、基本的にす

べてを満足できる程度 に盛り込むというのは 、なかなか難しい。や はり第一歩とい

う形にならざるを得な いと思うんですが、そ の場合に今回問題にな っているような

公的な情報をどう取り 扱うかという問題にな った実態というのも非 常に重要だと思

うわけです。  

  何 人 かの方がおっし ゃっていますように、 コンプライアンスの問 題が非常に根底

にあって、これを守ら なかったから問題にな っているわけですし、 それからこうい

ったことによる被害の 未然防止ということも 重要だと思うんです。  

  し か しながら、他方 、やはり最近の企業の 動向を仄聞しています と、企業は非常

に膨大な情報攻撃と言 いますか、あることな いことの情報の攻撃に さらされていま

して、しかも企業のい ろんな活動というのは 、情報というものに形 成された企業信

用が非常に基盤になっ ているんですけれども 、その基盤が情報に脆 弱になっている

という側面もあるわけ です。それから、法制 度 としての整合性の問題 があるわけで、

日本の法制度は、最近 は整合性がなくなりつ つあるんではないかと 思うんですが、

それにしても整合性も 考えないといけないと いうこと、それから、 ほかの制度との

調整も必要だと思うわ けです。例えば、Ｂ案 であれば、専門家もお られる前で極端

な話をして恐縮ですが 、別に法律は要らない 、現在の裁判例に任せ ればいいとも極

論すればできるわけで す。  

  他 方 、Ａ案にすれば 、別にこれも関係者が 監督官庁にそれこそ告 発というか、通

知をすればいいわけで す。匿名にしておけば 何も法律は要らないと いうことになる

わけですけれども、そ れが必要とされる実態 というものを考えてい かないといけな
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い 。 も う一つ、法制度 をつくった場合、どう 運用するかという実効 性の問題もある

わけでありまして、実 効性を軽視して法制度 をつくっても余り意味 がない。  

  で す から、最初の段 階で、いろいろ先生の それぞれのお考えがあ るかと思います

けれども、最初にＡ案 、Ｂ案と決められると 、すべて後の論点は、 Ａに立ったか、

Ｂに立ったからで決ま りそうなところもあり ますし、基本的な目的 機能というのは、

恐らく共通しているん だと思いますから、そ こら辺を按配していた だきながら進め

ていただければと思う わけでございます。  

○ 大 村委員   私 も 今まで各委員がおっしゃっ たＡとＢの関係につい て、Ａだからこ

うなる、Ｂだからこう なるものではないので はないかという認識に は基本的には賛

成なんですけれども、 ただ、この整理は非常 にわかりやすい整理で して、この後に

Ａにするか、Ｂにする かはともかくとして議 論をしていく際に、行 政法的な枠組み

で考えるとすると、ベ ースラインはこの辺り になると、あるいは民 事法的な枠組み

で考えると、ベースラ インはこの辺りだと、 しかし、それが必然的 だろうかという

参照枠としては、修正 を要するところがある と思いますけれども、 使えるのではな

いかと思いますので、 これはこれとして踏ま えて今後検討していく ということでよ

いのではないかという ふうに思います。  

○ 松 本委員長   大 体 意見は、落ち着くところ に落ち着いてきたと思 いますが、この

制度の目的は、消費者 利益の擁護のために事 業者の違法、不正な行 為がなされない

ようにする。そのため に公益通報をした人を 保護しようと、そこま では一致してお

ります。  

  公 益 通報者の保護の やり方として、解雇無 効とか、損害賠償をど うするのかとい

った民事ルールのみで いくのか、それとも不 利益を与えた事業者に 対する行政的な

処分とか刑罰という枠 組みでいくのか、両方 併せるのか、両方併せ る場合にどの部

分を重複させて、どの 部分は別々にするのか というところが選択肢 として出てくる

と思います。  

  行 政 処分とか刑事罰 という枠組みでいく場 合には、今度は個別の 法律ごとに立て

るという発想になって くるでしょうから、そ れが何となく行政法的 枠組みというイ

メージになってきて、 民事ルールを中心に考 えると横割的な労働基 準法の更に特別

法のようなイメージで Ｂ案ということになる んでしょうが、確かに こちらを取れば、

こちらを取らないでは なくて、どの部分が重 なって、どの部分が重 ならないか、あ

るいはどちらだけにす るかという、その辺を 本当は考えていくべき だろというふう
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に 思 い ます。  

  そ れ では、次の論点 の方で、９ページの「（２）『通報』の内容 」から 18 ペ ー ジ

まで論点として４つ挙 がっておりますが、通 報の内容、通報の真実 性、通報の誠実

性、それから公的部門 、これらを含めまして どうぞ御意見をお出し ください。先ほ

どのＡ案、Ｂ案には余 りこだわらないで御議 論いただきたいと思い ます。  

○ 稲 岡委員   今 、 升田委員が御指摘になりま したように、誠実性、 真実性の要件と

いうのは、どっちに被 ってくるにしても非常 に大事な要件だと思い ます。これを抜

いてはこの制度は考え られないと思いますし 、通報者の保護もあり 得ないと思いま

す。  

  こ の 要件をどういう ふうに考えるかという ことは、この制度の根 幹に関わること

だと思いますので、そ のことを申し上げてお きます。  

○ 宮 本委員   今 、 おっしゃった範囲であれば 、通報ルートはもう終 わったというこ

とになるんでしょうか 。  

○ 松 本委員長   通 報 ルートはあとの方にあり ます。  

○ 宮 本委員   あ と の方にあるんですか。  

○ 大 杉委員   技 術 的な細かい話になってしま うんですけれども、13 ペ ー ジの真実性

と 15 ペ ー ジの誠実性という分け方というの がいいかどうかという ことで、誠実性と

いう言葉は、恐らく少 し英米法の概念から来 ていて、日本法になじ みにくかったり、

何を意味しているのか 、私自身よくわからな くて、従来の延長で言 いますと、13 ペ

ー ジの四角の枠の１番 最後の括弧の中にある ような「真実と信じる につき相当の理

由」という前半が客観 的要件で、後半は主観 的要件で、後半の部分 に 15 ペ ー ジに言

われているようなこと が含まれているのかも しれなくて、概念の整 理としては、こ

う分けない方がいいの かなもしれないという 極めて技術的な点を思 いつきとして指

摘させていただきます 。  

○ 浅 岡委員   一 般 市民の感覚では、真実性、 誠実性がベースになっ て通報が行われ

る、だからこそ社会的 に支持されるというこ とだろうと思うんです が、そのことを

どのように確認をする のかという方法だと思 うんです。  

  真 実 性については、 ある意味では他の法制 度との整合性からいけ ば、ここに書か

れているＢ案以外のこ とが出てくる余地はほ とんどないと思います 。誠実性という

部分は、通常、余程の ことがない限り、社会 的、公益的な目的に資 するものであっ

てそういう意思を持っ ていなかったというの は、通常ないことだと 考えてよろしい
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か と 思 うわけです。  

  高 橋 先生が、部会で 悪意による公益開示を どう考えるかという問 題提起をされた

ことがありましたけれ ども、少なくとも専ら 害意を持ってなされた というものでな

ければ、客観的に公益 性の要件を満たしてい るものとし、誠実性を あえて主張や立

証にする必要はないの ではないかと思うわけ です。  

  高 橋 先生が言われた 部分についてどう考え るかということも、害 意を持ってとい

うことを立証できるよ うな場合というのは、 どういうことなのかな と思ったりいた

します。  

  そ う いう意味で、特 に誠実性の部分は、開 示された情報の質と開 示に至る経過が

重要な論点になってく るのではないかと思い ます。  

○ 稲 岡委員   も う 一つ大事なことだと思いま すが、保護すべき通報 の範囲でござい

ますが、公益のスコー プの議論にこだわるわ けではございませんけ れども、消費者

の利益を害する一定の 違法行為でもなければ 、消費者の利益を害す る行為でもない

けれども、消費者利益 の擁護のために大いに 関わってくる事柄とい うのは、十分あ

り得ると思うんです。 こういう立法をするの であるならば、そうい う通報もやはり

保護されるべきであろ うと考えます。したが って、やはり範囲はか なり広範なもの

にならざるを得ないん ではないかと、論理的 に必然的に思います。 以上でございま

す。  

○ 清 水委員   や は り書いてあるとＡ案、Ｂ案 にこだわってしまうん ですけれども、

議論がわかりやすいの で、資料の９ページの 通報の内容の部分なん ですが、私たち

消費者団体としては、 Ｂ案を考えた方がいい のではないかと思って おりますが、そ

の場合にＢ案の考え方 のAですが、違法行為 を保護すべき公益の範 囲とするという

だけでは、やはり不十 分で狭過ぎるというこ とです。  

  例 え ば、一つの例で すけれども、これは内 部告発があったとか、 なかったかとい

う議論と少し離れて申 し訳ないんですが、先 日、農薬取締法が改正 されましたが、

その改正前の農薬取締 法では、製造と販売と 法の規制の対象だった けれども、使用

は規制の対象ではなか ったものだから、社会 的にも経済的にも大変 な損害が起こっ

て、たくさんの梨を捨 てたわけです。その結 果、農薬取締法を改正 して、そして落

ちていた使用の部分も 法律の規制の対象に入 れたというように、法 律というのは常

に後追いですね。その 後追いの法律を現状に 合わせていくというの は、内部通報も

重要なファクターだろ うと思います。  
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  で す か ら、可能な限 り保護すべき公益の範 囲は広くしておく、具 体的に申し上げ

れば、Ｂ案に示してあ るAからDまでを入れる。特に生命、身体の 危険とか、環境

への悪影響とかありま すが、悪影響という何 か断定したものに限ら ないで、その恐

れがあるとか、そうい う疑いがあるとか、そ ういう不安要因がある という部分まで

広げてA～Dまでを通報の内容に加えていた だきたいと思います。  

○ 宮 本委員   今 の ところですが、保護すべき 公益と考えるかという のは、公益とい

う言葉の範囲も大変難 しいと思うんですが、 例えば欠陥商品が出た 、これは生命、

身体への危害に関わる 欠陥商品であれば通報 者は保護されますけれ ども、生命、身

体に影響のない単なる 欠陥であったといった 場合は、消費者の利益 を害する不法行

為にも入らない場合も あるというふうに思い ますが、その場合はど うなるんでしょ

うか。  

  た く さんの商品が欠 陥であった。しかし、 それは身体、生命ある いは財産の損害

になることはない欠陥 であったという通報が あった場合、それは公 益となるのかど

うかというふうに公益 の範囲は大変難しいと 思うのですが、そうい う細かいことも

ここで検討できるので しょうか。  

○ 松 本委員長   法 律 の条文を最終的にどう組 むかという話になって きますから、こ

こでそこまで細かい議 論が、言葉の問題とし てやれるかはわかりま せんけれども、

そういうものはどうな のかという問題提起は 積極的にここでしてお いた方がいいと

思いますし、あるいは 株主の利益には反する けれども、消費者の利 益には直接反し

ない、けしからぬ行為 というのはいっぱいあ ります。そういうのは どうなのかと、

消費者としては怒って いるのだけれども、だ からといって、自分が だまされたり、

価格が高くなっている という直接関係がない ようなケースです。  

○ 升 田委員   15 ペ ー ジの通 報 の 主 観 的 要 件 で す け れ ど も 、 論 点 で 例 示 し て あ っ て 、

除外すべきかどうかと 、除外するのが当たり 前のような書き方にな っているわけで

すが、対応案として、 先ほど御指摘がありま したように、誠実性と いうのが対応案

にあって、なかなかな じみにくい概念だと思 うんですが、日本では 大体こういう場

合、公益を図る目的と いう具合に使っている のが結構多いと思うん ですけれども、

そうすると対応案とし てはこれだけなのか、 それとももっとほかに お考えなのかと

いうところがあると思 うんです。  

  と 言 いますのは、多 分こういうのが問題に なりますのは、専ら個 人的利益でやっ

ている場合、これを除 外するというのは、立 法例にもありますよう に当然だと思う
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ん で す が、しかし多く 場合は併存している、 あるいは併存が疑われ ている状況のと

きに、誠実性といって も何をもって誠実と言 えばいいのか、その場 合いろいろ目的

はあっても公益を専ら にしていればいいとい うのか、その辺の整理 が必要ではない

かなという気がします 。  

○ 浅 岡委員   今 の 点ですけれども、専ら公益 をと言うのは狭いと思 います。現実の

事案を見ますと、動機 が併存しているがため に議論になりかねませ ん。特に告発に

至る直前の動機のよう なものです。ずっと考 えてきたことだが、告 発に何か背中を

押したもの、プラスα の要因がある。どちら が専らかということで 議論が複雑にな

りかねないので、「専 ら個人的な利益や私懇 によるものを除く。」 でよいと思いま

す。本当にそれが重要 な情報であったときに もそういう論点が常に 関わってくるの

は気になります。少な くとも、専ら公益目的 とするのは、実態に即 して考えると保

護の足かせになると感 じます。  

○ 大 杉委員   株 主 代表訴訟の場合、つまり会 社の経営者を訴えて、 会社に対して賠

償せよというときに、 原告株主にある種の非 誠実性のようなものが ある場合には、

訴訟が非常に早期に却 下されるというふうな 制度がありまして、ち ょっと今、正確

性を犠牲にして大まか なしゃべり方のみをし ていますけれども、そ こでは原告株主

に、例えば自分の名前 を売る、売名目的とか 、そういうものがあれ ば直ちに却下さ

れるということではな くて、自分の利益を図 るというふうな主観的 な部分と、そう

ではない公益的とでも 言いますか、そういう 部分、どちらの目的の 方が主かという

ふうな比較をして、個 人目的の方がメインで あればその訴訟は却下 されるというふ

うな仕組みを取ってい まして、この場合にそ れが当てはまるかどう かについては、

私は当てはまりそうな 気がしているんですけ れども、御議論をいた だければと思っ

た次第です。  

○ 岩 田委員   私 も 言葉の定義はいろいろとあ るかもしれませんけれ ども、真実性、

誠実性というのは入れ ておいた方がいいんで はないかと思います。  

  個 別 具体的には、そ のときどきによって、 さっき浅岡先生がおっ しゃったような

問題も含んでいるのか もしれませんけれども 、やはり安易に使うも のではないとい

うメッセージ性もここ のところには含まれる のではないかというこ とです。  

  あ と 、私自身、通報 の内容のところでは、 多分A、B、Cぐらいまでは公益とい

う観点から見て、環境 もこういう時代ですか ら必要なんだろうと思 うんですけれど

も、その他の消費者の 利益を不当に害する行 為というところをどう するのかという
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の は 、 さっき伺った個 別契約違反云々まで入 れるのかどうかという のは、少し議論

があるところではない かというふうに思いま す。  

○ 稲 岡委員   真 実 性もさることながら、誠実 性はこの制度の存立の 根幹をなす重要

なところだと思います 。ここを曖昧にしたま ま制度ができてしまい ますと、制度が

機能しないということ になると思います。  

  英 国 公益開示法があ たかも当然うまくいっ ていて、すべてに受け 入れられている

制度のように我々は感 じがちなんであります けれども、先ほど申し ましたように「 P

ublic Concern at Wor k」の 制 度を運用して い る人たちのリーダー自 身が今大変悩ん

でおりまして、見直し が必要だと、会社をブ ラックメールするのに 使われていると、

あるいは解雇された従 業員が会社を訴えるた めにこれを使っている ということで、

運用団体自身が濫用に 悩んでいるのが現状で ございますので、ここ の議論をしっか

りしていきませんと、 結果的に通報者の利益 を守ることにつながら ないと思います

ので、ここをしっかり 議論していただきたい と思います。  

○ 清 水委員   今 の 誠実性、真実性のところで すけれども、通報され た情報が公益に

資するかどうかという 、通報された情報の質 を議論するべきだと思 うんです。  

  二 つ 目は、今、お話 がありましたように、 ここのペーパーにもあ りますが、我が

国の企業文化や風土に もなじみやすい制度と なるためには、こうい うことを入れた

方がいいという指摘が ありますけれども、も しよしんばそういうこ とであるのなら、

升田先生がおっしゃっ たように、そこら辺の 言葉の整理、範囲の整 理ですか、それ

をきちんとしてイギリ スの公益開示法のよう に具体的な要件を定め た議論をしない

と、抽象的に誠実性、真実性の言葉のやりと りをしていると、やは り世の中に 100 

％ 誠 実な情報とか、真 実というのは私はない と思うんですけれども 、だから議論す

るんだったら具体的な 要件を議論した方がい いというふうに思うん ですけれども、

法律がわからないので 勝手なことばかり申し ますけれども。  

○ 片 山委員   今 の 誠実性の点なんですが、私 も同じ考えで、誠実性 という言葉は余

りにも漠然としていて 、何をもって要件とし たのかが全くわからな くなるのではな

いかということを懸念 しています。  

  支 援 センターの方で 実際に通報に上がって きている通報者と面談 をしておりまし

ても、やはり通報の内 容が本当に公益に資す るものである場合には 、そこには必ず

誠実性というものは見 られますし、かといっ て本当に公益だけを目 的として、一切

支援だとか個人的な感 情がないかと言うと、 決してそうではない。  
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  そ う い う実態を見た ときに、むしろ除外す る範囲をどうするのか という形で考え

るのが要件とするとし ても、こういう通報は やはり保護できないん ではないかとい

う方向で考えるべきで はないかというふうに 思います。  

  決 し てこれはそうい うものを要件とすべき という意見ではなくて 、本来通報の性

質から判断するだけで 主観面を考えなくても いいんではないかとい う議論もしてい

るんですけれども、仮 にどうしても要件とす るにしても、それは除 外規定という形

で考えなければ保護す べき通報を抑制してし まうというふうに考え ております。  

○ 荒 木委員   ま ず 、イギリス法が現在どのよ うになっているかと、 この議論の大き

な参考にされていると 思いますので、実態は どうなのかというのを お調べいただい

て、それを御報告いた だいた方が議論が有益 になるのではないかと いうのが第１点

です。  

  も う 一つは、真実性 や誠実性というものも どういう通報の段階を 設計するのかに

よってかなり変わって くるのではないかと思 います。  

  す な わち、最初に企 業内部でそういったも のを正そうというルー トをつくると、

その中ではそれほど真 実性とか、誠実性は要 求されないかもしれま せんが、それが

外部へいくということ になってくると、それ によって企業自体の存 立が危ぶまれる

と、そういう事態も生 じ得ます。そこではや はり真実性とか誠実性 とか厳しい要件

が入ってくる。  

  そ う いたしますと、 どういう組み合わせで 公益通報者の保護を図 るかと、それと

セットで考えないと抽 象的に真実性、誠実性 と言っても余り議論が 先に進まないの

かなという印象を受け ました。  

○ 大 村委員   今 の 荒木委員の御発言は、真実 性、誠実性ということ について考える、

言わば手続的な要件と の関係で考える必要が あるという御指摘だっ たかと思います

けれども、まさにそれ はそうだと思うんです が、それと併せて実態 の要件の方とも

連動する部分があると 思うんです。  

  先 ほ ど片山委員がお っしゃったこととも関 連するんですけれども 、一定の類型に

属するもの、ブラック メールみたいなものだ けを除外するというよ うなものを置く

のか。それともそうで はなくて、一般条項的 なものを置いて適宜判 断するのかとい

うのは、保護をすべき 通報の範囲、対象をど ういうふうに画するか ということと連

動すると思います。非 常に狭い範囲で、こう いう事柄であれば、少 々誤りがあって

も通報してもらった方 がよろしいということ であれば、これは原則 として保護され
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る と い うふうにするこ とは容易だろうと思い ますけれども、広い範 囲で網をかぶせ

るということになりま すと、周辺部分につい ては、必ずさまざまな 事情を考慮する

という必要が出てまい ります。  

  そ れ は、法律の上で 真実性あるいは誠実性 ということを書くか書 かないかに関わ

らず、事後的に裁判所 で紛争が争われる場合 には、必ずそういうこ とを判断せざる

を得ないということに なるんではないかと思 いますけれども。  

○ 宮 本委員   今 の 真実性、誠実性という議論 ですが、これは二つに 分けた方がいい

んではないかと私は思 っております。誠実性 というのは、すごく主 観的なことです

から別にいたしまして 、真実性というのは書 いておいた方がいいん ではないか。  

  と 言 うのは、真実で はなかった場合にどう なるかというところに 来ますから、イ

ギリスのように合理的 に真実と信じた場合は 、それは保護されると いうような文言

が入った方が、合理的 に信じたんだからとい うふうなことで保護さ れるのならば、

真実性というのは入っ た方が、むしろそれが 意に反して真実ではな かった場合も、

これは保護されるとい うことであって、これ は書いておいた方がい いのではないか

と思います。  

○ 浅 岡委員   先 ほ どのイギリスの制度につい ては、実情がわかるに 越したことがな

いと思いますが、先ほ ど御指摘の解雇された 従業員が悪用して使っ ているというの

は、どちらかと言えば 、解雇理由とこの問題 との因果関係のことで はないかと感じ

ました。  

  真 実 性については、 皆さんおっしゃるとこ ろだと思いますが、誠 実性の記載の仕

方、盛り込むかどうか も含めてですけれども 、最近千代田区でした か、東京で新た

な制度をつくるという ことが報道されまして 、私も報道でしかまだ 見ておりません

けれども、いわゆる主 観的要件部分、誠実性 部分は問わずに、中身 の重要性、情報

の質によってあとの手 続を考えると聞いてい るんですけれども、そ の辺りもお調べ

いただければと思いま す。  

○ 佐 伯委員   浅 岡 委員の御意見を正確に理解 しているかわからない んですけれども 、

もしブラックメールが 問題になるのであれば 、ブラックメールの部 分をとらえて、

解雇理由あるいは不利 益な処分をする理由と してできるので、内部 通報自体で公益

目的とか、そういうも のを要求する必要がど こまであるのかという のは、ブラック

メールとの関係では疑 問を持ちます。  

  た だ 、大村委員がお っしゃったように、通 報の範囲を非常に広く して、必ずしも



 

 34

違 法 と も言えない、不 当かどうかも必ずしも はっきりしないという 部分まで広げて

しまいますと、やはり そこではいろんな利益 を考慮して正当かどう かということを

判断せざるを得なくな る。  

  そ う いう意味で、広 げれば広げるほど要件 が加わってきてしまう という問題はあ

るように思います。  

○ 松 本委員長   そ れ では、升田委員どうぞ。  

○ 升 田委員   今 の 論点は、真実性のところを 除くわけにはいかない かもしれません

けれども、実はＡ案、 Ｂ案に非常に密接に関 連していて、最初に事 業者に通告され

る場合と、行政機関に 通告される場合と、そ れから紛争になって解 雇がどうのこう

のと問題になる場で、 何となく思料が違うよ うな気がするんです。  

  行 政 機関に仮に通告 するという制度を取っ たときに、法令違反行 為がありますと

いうときに、それだけ 言えばいいのか、具体 的にこうだと特定して 言わないといけ

ないのか、あるいはそ れを裏づける根拠を提 示しないといけないの かによって大分

違うわけで、仮にどこ かで伝聞で聞いてその 話を行政機関に持って いったときに、

自分は信じていますと いうだけでいいのかど うかということが微妙 に影響している

わけですから、誠実性 とか、真実性というの は、確かにわかったよ うな話にはなる

んですけれども、実際 に適用するときには、 仮に行政型を取った場 合に抽象的に言

ってきた人がいたら、 多分担当の方が困って 、もしそれで何かのア クションを義務

づけられるとしたら、 多分行政としては非常 にお困りになる。  

  し か し、仮に事業者 のところへ行っても根 拠を出せと言われたと きに、全部さら

け出すと、だれそれさ んから聞いたとか、い ろんなことを言わない といけないとい

うことになると、それ もまた大変だというよ うなこともあるわけで すから、多分そ

の辺も念頭に置いて議 論をしないと、言葉は 美しくても、具体的に 適用されるとき

になかなか困難な問題 が発生するのではない かという感じがいたし ます。  

○ 高 濱委員   通 報 の真実性の問題ですけれど も、これは保護の要件 の中でも最も重

要な問題ではないかと 思います。特に、企業 が厳しい経営状況に置 かれ、従業員を

解雇せざるを得なくな ったような状況を考え たときに、解雇を逃れ るために内部告

発をするようなことを して、専ら自己の利益 を図ろうとする人に対 しても、この制

度で保護するというこ とになりますと、内部 告発をしなかった人が 解雇されて、内

部告発をした人がこの 制度で守られるという おかしなことも生じか ねないと懸念し

ておりますので、この 辺はよく御検討いただ きたいと思います。  
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  そ れ か ら、保護され る通報の範囲でござい ますけれども、できれ ば消費者利益の

擁護に限らないで一般 的な制度とした方が良 いと考えております。  

  と 申 しますのは、建 物が、建築基準法に違 反した場合でも、例え ばマンションな

んかで違法行為があっ たような場合、これを 通報した場合にはこの 制度で保護され

るのに対し、例えばオ フィスビルのような場 合は、対象になるのか 、ならないのか

微妙なところもあると 思います。いずれにし ても、どこまで保護す るかという範囲

を確定することが難し いと思いますし、消費 者利益の擁護だけに限 って制度をつく

りますと、これが端緒 になって、次々とほか の分野でも制度をつく ることになり、

そうすると多くの制度 が乱立して、国民の目 にわかりにくいことに なりかねないと

思っております。  

  し た がって、包括的 ないしは横断的な制度 として仕組んだ方がベ ターではないか

と思っております。  

○ 松 本委員長   大 体 意見をお出しいただいた と思いますが、通報の 内容については、

縦割型の法規でいくか 、横割型の法規でいく かによって少し変わっ てくるのではな

いかという感じですね 。  

  真 実 性については必 要である。誠実性につ いては、表現をどうい う形にするかに

ついていろいろ議論が あるけれども、脅迫型 とか、不正な利益取得 目的のようなも

のは排除すべきであっ て、それをどのような 形で法律に仕込むかに ついては、いろ

いろ考え方がある。公 的部門については、特 に御意見がなかったん ですが、当然入

ることが前提というこ とで、今後議論を進め たいと思います。  

○ 片 山委員   公 的 部門のところで１点質問で すが、ここの記載だと 公的部門が消費

者に提供する商品・サ ービスについて通報の 対象とするかという設 定ですが、例え

ば消費者が使用する商 品・サービスについて 公的機関が検査等の安 全性確認を担っ

ている場合に、そこで 検査が十分になされて いないとか、あるいは 検査体制が常に

ずさんであるというふ うな形で消費者に関わ る問題というのは、ど う取り扱うこと

になるんですか。それ はこの（５）では考え ておられないというこ となんでしょう

か。  

○ 幸 田課長   そ こ まで個別の問題については 、まだ検討しておりま せんので、御意

見としてとりあえずい ただいたとこでよろし ゅうございますか。  

○ 片 山委員   消 費 者利益の擁護という観点か ら考えても、公的部門 が事業者と同様

にサービスを提供する 場合に限らないところ で、消費者の安全利益 に大きく関わっ
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て い る と思うんです。 その部分を除外しない ていただきたいと思い ますので、よろ

しくお願いします。  

○ 松 本委員長   今 の 問題は、恐らく違法ある いは不正な行為の抑止 という場合に、

民間事業者とか消費者 に対するサービス提供 をする事業主体の違法 行為を問題にす

るのか、それとも、い わゆる規制当局に当た る公権力の側の違法行 為が消費者利益

を害する場合も入れる のかという事業者のコ ンプライアンスだけな のか、規制当局

のコンプライアンスも 入れるのかというとこ ろだと思います。  

  続 き まして「２ ．公 益通報者の保護」の部 分の「（１ ）保護の内 容」及び「（２）

救済・紛争解決」の部 分につきまして御議論 願いたいと思います。 ページでいきま

すと、 19 ペ ー ジから 26 ペ ー ジまでです。  

○ 宮 本委員   保 護 の内容ですが、普通は報復 とか嫌がらせは解雇と いう形では行わ

れてない。また、ここ に列挙されているよう な労働基準法に書いて いるような形で

は行われないような気 がいたします。  

  む し ろ、もっと違っ た形で精神的に追い詰 めるということではな いかと思います。

それだけで事例も余り ないですが、これから 今後あるとしても、そ ういう形で嫌が

らせやいじめが行われ るのではないかと予測 されるんですが、その 場合に、Ｂ案の

通報を理由としたその 他の不利益な取扱いを 無効とするというのは 、それこそ意味

がなさないので、禁止 するということの方に なるんだろうと思うん ですが、ほかの

国の法律では、あらゆ る不利益、あらゆる嫌 がらせを禁止するとい うふうな文言に

なっているんですが、 ここはそういういわゆ る精神的なものまで入 る不利益という

解釈でいいんでしょう か。  

○ 松 本委員長   そ れ は皆さんに御議論いただ きたいと思うんですが 、こういうその

他不利益な取扱いと言 うんだから、普通に読 めば財産的、精神的な ものも入ると考

えても十分いいかと思 いますが、特に精神的 な被害は除外すべきだ という特別な理

由はないと思いますが 。  

○ 荒 木委員   今 の 点と関連して、 19 ペ ー ジ の対応案のＢ案のAあ るいはBでは、通

報を理由としたその他 の不利益な取扱いを無 効とするということな んですが、先ほ

ど宮本委員も御指摘の ように、不利益取扱い というのは解雇に限れ ば、これは今回

労働基準法を改正して 、一般的に正当な理由 のない解雇とおっしゃ いましたが、少

し最終的な文言が変わ りまして、 19 ペ ー ジのＢ案のAに最高裁の 昭和 50 年 の 判例

が引いてありますが、 この文言をほぼそのま まに、客観的に合理的 な理由を欠き、
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社 会 通 念上相当として 是認することができな い解雇は権利の濫用と して無効とする

という文言で、恐らく 国会提案がなされると 思いますが、そういう 一般法ができま

すので、解雇について は、十分にカバーされ ると、恐らくそういう ことになると思

います。  

  新 た な立法が必要だ とすれば、むしろ解雇 以外のさまざまな人事 上の措置、それ

は法律行為に足る場合 もありますけれども、 それであれば無効とい う表現でよろし

いですが、それ以外に 事実行為がたくさんあ るわけです。  

  労 働 法の分野では、 さまざまな不利益取扱 いという場合には、法 律行為のほかに

事実行為をも対象とし て、それは違法性を帯 びて不法行為が成立さ れると、そのよ

うな整理をしておりま す。  

  そ の 点、どこまでが 不利益取扱いか微妙な ものですので、例え ば 21 ペ ー ジでは、

労働行政は告示などを 出して、不利益な取扱 いの範囲を明確化させ るようにしてお

ります。そこで見てい ただきますと、例えば 21 ペ ー ジの下から５ 行目ぐらいに、「ト

  就 業 環境を害するこ と」というものがあり ますが、これは純然た る事実行為とい

うことになりますが、 このようなものも不利 益取扱いに入るという ふうな理解で整

理をしているというこ とを御紹介したいと思 います。  

○ 佐 伯委員   労 働 法の問題としては、事実的 な行為、嫌がらせ等も 含めてというの

は十分わかるんですけ れども、刑罰規定に関 して言えば、私は初め て見ましたとき

に、不利益な取扱いと いうことで罪刑法定主 義上、明確性が担保で きているかとい

うのは、非常に自信が ないと思います。  

  恐 ら く一度も起訴が なされて裁判所で判断 を示されたことがない んではないかと 、

十分勉強していないの で自信がありませんが 予測するんですけれど も、もし嫌がら

せのような行為まで不 利益な取扱いに入ると すると、それに対して 例えば是正命令

を出して、それに従わ ない場合に罰則を科す ということは十分考え られると思うん

ですけれども、直罰を 科すということになる と、相当問題があるん ではないか。違

憲とまでは言い切れま せんけれども、かなり 問題がある罰則規定だ ということにな

らざるを得ないと思い ます。  

○ 大 村委員   今 の 佐伯委員の御発言について 、私は素人ですけれど も、恐らくそう

なんではないかと思い ます。  

  仮 に 19 ペ ー ジで、Ａ案、Ｂ案という対比 で申しますと、Ａ案の ように罰則を科す

ということになった場 合は、今のお話にあり ました直罰ということ ですと、かなり
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構 成 要 件は絞らざるを 得ないんではないかと 思います。  

  た だ 、そうしたから といって、その罰則規 定が適用されないよう な不利益な取扱

い行為が民事上放置さ れるかというと、それ はそうではないと思う んです。外縁部

分については、このよ うな刑罰規定ができた ということを背景とし て注意義務が課

されるということはあ り得ると思いますので 、不法行為でいける領 域というのは、

罰則の外に段階的な形 で残るんではないかと 思いますが。  

○ 渡 邉（和）委員   不 利 益な取扱いの問題で すけれども、そういう 意味では極めて

労使関係に関わる問題 も多いでしょうけれど も、この 21 ペ ー ジの参 考２の部分で幾

つか触れられています けれども、実際の職場 の実態としては、なか なかこの辺につ

いて経営側の皆さんが しっかり認識されて取 り扱っているかと言う と、必ずしもそ

うではないという実態 があろうかと思います 。  

  そ う いう意味で、新 しい保護制度ができて も、皆さんがきちんと 認識されて、そ

れが保護されるかとい う意味では、法律の部 分と言いますか、明記 する部分で、先

ほどの精神的な嫌がら せを含めて、実態とし てはかなり書き込んで いただかないと、

法律上ということでは なくても、泣き寝入り の実態みたいな部分が 放置されたまま

になっていくのではな いかと思いますので、 その辺はよろしくお願 いしたいと思い

ます。  

○ 荒 木委員   誤 解 を招くといけませんので、 先ほど御紹介しました 就業環境を害す

るというのは、育児・ 介護休業法の解釈であ りまして、このような 罰則は付いてお

りません。それは勿論 そのとおりでありまし て、刑罰措置の場合は 、無限定に広が

るというのは避ける必 要があります。  

  た だ し、労働基 準法 の 104 条 の 労働基準 法違反の申告、こ れは 申告したことを理

由として、労働者に対 して解雇その他不利益 な取扱いをしてはなら ないということ

で、それに対する罰則 はございます。しかし 、これは無限定に解釈 するということ

は許されないので、限 定的な解釈が当然要請 されるということにな ると思います。  

○ 浅 岡委員   皆 さ まから出ていると思います が、行政的に、例えば セクシュアル・

ハラスメントのような 規定のようなものを置 きまして、それを違法 性の根拠として

解雇ないし不利益な取 扱い等を争うという形 式にとどまらないで、 特に解雇よりも

もっと周辺のさまざま な昇級、昇進差別等も 含めて議論ができると 、あるいは労働

環境にも含めて議論が できるというふうにし ておくことは非常に重 要だと思います 。 

  こ の 法律で本当にこ の制度を運用していこ うという意思が表われ るとすれば、そ
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う い う 辺りのメッセー ジがないと労使関係も 変わっていけないので はないかという

御指摘は本当にそのと おりだと思いますし、 それだけで変えられな いという部分を

どこで補完するのかと いうのが、次回等議論 される問題になるので はないかと思い

ます。  

○ 松 本委員長   そ れ では、よろしければ次の 論点ですが、残された 27 ペ ー ジの「（３）

保護される通報者の範 囲」それから 29 ペ ー ジ「（４ ）守秘 義務・営 業秘密との関係 」、

31 ペ ー ジ「（５）通 報者の損害賠償責任」 、 33 ペ ー ジ「（６） 通報者の刑事責任」

という４つの点につき ましても、どうぞ御意 見をお出しください。  

○ 浅 岡委員   片 山 先生の方が中身に詳しいと 思うんですけれども、 実際に通報しよ

うとしているとか、さ れた人というのは正規 雇用者というよりも、 不安定な身分の

方、派遣とか請負とい う形を取っているよう な場合も最近では多々 ある状況もあり

ます。労働者を現在の 労働者に限定しないと いう点も言うまでもな いことだと思い

ます。  

  こ の 記述の中で取締 役には疑問を持ってい らっしゃるようですけ れども、取締役

は、大会社においては 非常に社会的責任も大 きく、重要な事実によ り接していらっ

しゃる可能性もあって 、その方々から適切に 公益開示がなされるこ とを社会的には

期待したいと思います 。  

  ま た 、中小の会社に おきますと、取締役と いう名は付いているけ れども、実際は

従業員だというような 人もたくさんいます。企業の規模によって役 割も違いますし、

社会的影響も違うわけ ですから、一概にここ を排除するという方向 では考えないで、

独立のための利益目的 で悪用するというよう な場合についての記載 の仕方を考える

ことは言えるかと思い ます。取引関係者につ いて、本当に悩ましい ところですけれ

ども、先ほどの労働環 境についての記載にも つながることですけれ ども、正当な理

由なく契約関係を切断 してはいけないことぐ らいは、一つクッショ ン付きではあり

ますけれども、メッセ ージとして入れること が必要かなと思います 。今回の西宮冷

蔵の事件を考えると、 あれは仕方がないと言 うべきなのかどうかと いう点で知恵を

出していただければと 思っております。  

○ 片 山委員   今 の 保護される通報者の範囲で すけれども、支援セン ターに上がって

きている通報で、やは り２割程度が取引関係 者からの通報で、やは り２割程度は取

引関係者からの通報が 出てきています。  

  そ う いう意味で、従 業員の場合と保護の仕 組みという規定の置き 方なり、考え方
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と い う のは違うだろう と思いますけれども、 何らかの形で取引関係 者に対して、通

報による不利益を保護 するということは今回 規定の中に入れていた だきたいという

ふうに思います。  

○ 岩 田委員   私 も 、ここに派遣労働者、そし て今、製造等では非常 に請負が広がっ

ていますので、請負労 働者の告発というのは 、今後あり得ることだ ろうと思います 。  

  そ の 場合に、まずや ることは、派遣でした ら派遣先が派遣契約を 切ると、あと請

負でしたら請負契約を 切るというところです ので、今、お話が出た ように、もしそ

ういう派遣ですとか、 請負の労働者も含める ということであれば、 その辺への手当

も必要になってくるこ とかなと思います。  

○ 佐 伯委員   （ ４ ）の 守秘義務についてです けれども、違 法、不当 な行為についは、

保護に値する秘密とは 認められないという整 理になっているんです けれども、少し

強過ぎるかなという気 がいたしまして、犯罪 行為などであれば、そ もそも保護に値

する秘密ではないとい うことも考えられるか もしれませんけれども 、それ以外の場

合については、もしこ のような整理にします と、公益通報ではなく てもすべて守秘

義務違反にはならない と、もともと保護する に値する秘密ではない んだから、公益

通報であろうが何であ ろうが守秘義務違反に ならないということに なってしまうか

と思いますが、それは 少し行き過ぎで、違法 、不当な行為である場 合には、利益較

量において原則として 正当な理由があって保 護されるということで よいのではない

か。最初から保護に値 する秘密に当たらない と言ってしまうと少し 強過ぎるかなと

いう気がいたします。  

○ 升 田委員   制 度 全体の設計の問題に関わる ところではあるんです が、保護対象の

ところはいろいろ御異 論はあっても、やはり 労働者概念を基本とし ないと概念が非

常に不明確になると思 うわけです。  

  取 締 役の場合は、保 護したって所詮選任さ れなければ終わりで、 何の理由も必要

ないわけでありますし 、しかしながら兼務取 締役というのがいて、 これをどう取り

扱うかということがあ るかと思うんですが、 仮に労働者として保護 されていても、

取締役は解任されてし まえば、あるいは再任 されなければ保護とい ったって、本当

に労働者として戻るか というと、なかなか難 しいところがあるとい うこと。  

  取 引 関係者の保護と いうのは、なかなか契 約の世界ですから難し いところがある

んですが、しかしなが ら継続的契約であれば 、場合によったら保護 される場面もあ

るということになりま すので、しかも今回の は基本的な概念が労働 者による公益通



 

 41

報 と い う柱だとすれば 、余りそこを広げると いうのは、制度全体が 非常にあいまい

なものになってしまう のと、そのほかにもい ろいろ保護される法理 がないわけでは

ない。ないわけではな いと言うと、非常にも って回った言い方なん ですが、そうい

ったところを考えるべ きではないかなという 気がするわけでありま す。  

  そ の 点、労働者とい うのは元労働者、派遣 労働者、そのほかいろ いろな新しい労

働形態が出ていますの で、そこは一つ考えて いく必要があるのかな という気がいた

します。  

  守 秘 義務の点なんで すが、一見すると誠に もっともなんですが、 先ほど申し上げ

たように通報する内容 の具体性をどの程度や るかによっては、例え ば行政機関が通

報先になったときに、 単に法令違反だという だけではなかなか動け ないと、そうす

ると中身を聞いたとき に、どうしても通報内 容のメインは確かに法 令違反なんだけ

れども、それを説明す るに当たっては、保護 される情報というのは 必ず出てこざる

を得ないのが実態だろ うと思うんです。そう すると、簡単に仕分け ができない。勿

論、なかなか書けない ということになると、 一般法理にゆだねまし ょうということ

になりがちだと思うん ですが、実はそこはな かなか難しいんではな いかという気が

いたします。  

  そ れ から、損害賠償 責任のところは、それ はそのとおりで、刑罰 のところもその

とおりかもしれません が、実はそのほかに退 職金を全部または一部 支給しないとい

う就業規則その他があ ったりして、そういっ たところの手当はどう されるというこ

とと、年金の場合もそ れに付随していく場合 がありますので、労働 者であればそう

いった全体的な経済的 な便益というものも配 慮しなければいけない のではないかと

いう気がいたします。  

○ 松 本委員長   ま だ 時間がございますから、 御意見をお出しいただ きたいのと、特

に最後のところに限定 しないで、本日の論点 になりましたところす べてにわたって、

御意見をお出しいただ いても結構です。  

○ 浅 岡委員   升 田 さんの御意見の取締役のと ころは、選任されるか どうかという点

はそうかもしれません けれども、先ほど言わ れた退職金問題や判例 を見ますと、逆

に損害賠償の判決もあ りますから、保護の範 囲との関連では考慮す る余地が残って

いると思います。  

○ 清 水委員   ど こ に書いてあるのか読み切れ ないですけれども、公 益の範囲につい

ては、議論しましたか 。  
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○ 松 本 委員長   ９ ペ ージのところがそれに一 応当たると思います。  

○ 清 水委員   私 は 非常に期待しながら、少し 首を半分かしげるとこ ろがあるのは、

例えば商品・サービス に関すると言ったとき に、今、消費者センタ ーとか、国民生

活センターに寄せられ る苦情相談の９割方は サービス関係です。そ ういうふうにな

りますと、サービスに 関すると言うときにど こまで入るのか。  

  例 え ば具体的に申し 上げますと、医療サー ビスとか、福祉サービ ス、それも医療

コンシューマーという 考え方が定着してきて おりますので、サービ スの分野の中に

医療サービスとか、福 祉サービスも入るのか どうかというのも、今 日ではなくても

結構なんですけれども 御意見を伺いたいのが 一つ。  

  も う 一つは、先日頂 戴いたしました、公益 通報者保護制度の基本 的枠組みの主要

論点の２番として書い てあります制度の対象 とする通報の定義とい うところで法令

違反、それから条例の 取扱いをどうするかと いう部分と、もう一つ その下に健康や

安全への危険、環境へ の悪影響というのをど うするのかという下に 、通報の範囲が

不明確となる問題の取 扱いという記述がある んですけれども、これ は具体的に何を

懸念されておられる表 現なのか、もう少し詳 しく伺えたらと思いま す。  

○ 幸 田課長   前 回 、論点ペーパーでそういう 漠然とした表現を書か せていただいた

んですが、問題意識は 、今回の資料で言えば ９ページのＢ案の考え 方のBのところ

でも同じ問題が起こっ てくるだろうと思いま す。  

  例 え ば、アのような 違法行為ということで あれば、具体的に何が 公益として保護

される通報になるかと いうのは、客観的には ある意味明確になって くるとは思うん

ですけれども、違法行 為以外の生命、身体へ の危害とか、環境への 悪影響と言った

場合に、人によって悪 影響なのか、そうでは ないのか、あるいはそ れが立証できる

のかできないのかとか 、いろいろ難しい問題 が生じる可能性がある ということを述

べただけです。  

○ 宮 本委員   い ろ んな人の話を聞きますと、 消費者クレームと、公 益による通報と

混同されることがある んです。明らかにこれ は消費者クレームに入 るのではないか

と思うようなことも、これは公益であるから 告発したいというふう になりますので、

そこのところのはっき りした一般向けの解釈 を明確にしておいてい ただきたいとい

うふうに思うのですが 。  

○ 玉 木委員   い ろ んな議論が出ていまして、私は本日初めて出てき たものですから、

もっともなお話として 聞いておったわけです が、ここの中で枠組み の問題で行政法
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的 枠 組 みと民事ルール の枠組みが出ておりま すが、ここの中で、我 々元役人をやっ

た者としては、通報後 の対応は、行政法的な 枠組みの一番下にある わけですが、通

報後の対応は行政機関 がみんなやることにな ると思うんです。その ほか裁判沙汰に

なれば裁判所の問題も 出てくるかもしれませ ん。  

  こ の 通報後の対応は 、例えば変な言い方で 申し訳ないですが、企 業の育成とか、

企業を発展させるとい うことを主とした行政 義務と言いますか、そ ういうものを持

っている省庁もあるわ けです。そういうとこ ろに通報しても、それ に対するチェッ

ク機能というものがど こかになければ、果た してちゃんとやってく れるのかどうか

わからない。ここの中 にたくさん出ている東 電関係でも、２年前に そういう情報が

入っておっても、通産 省はなかなか動きづら かったという問題があ りますし、その

チェックをした後にど こに報告をするんだと 、通報があって行政が 入ってチェック

をして問題があった、 問題がなかった、その 報告をどこにするのか と、マスコミに

するのか、それともこ こは昔から言えば経済 企画庁ですが、総務省 の方にするのか、

そこまで考えませんと 、実際にこれを運用す るときに画竜点睛を欠 くという問題に

なるんではないかとい う気がいたします。  

  も う 一つ、一委員の 方がおっしゃられまし たが、公益通報の通報 をするのは、悪

徳事業者の悪徳行為、 そういうものの改善に 資するのが主たる目的 ではないかと、

そのように理解したわ けですが、要するに企 業が国民のためにと言 いますか、その

事業目的が国民のため になるような行為を追 及してもらうと、それ が通報制度によ

って、そういう方向に 是正されていくと、こ れは一種の性善説にな るわけですが、

一般的に通報するとい うのは、性悪説であっ て、そういうような行 為をしない企業

に対して、内部告発を することによって社会 的、または行政的に、 または民事裁判

その他によって制裁を 加えることによって、 その業の在り方を改め させるというと

ころがあるのではない かと思うわけです。  

  こ こ では、初めに出 ましたように、国民生 活審議会の消費者政策 ということです

から、通報をやむを得 ずする立場の人をいか に保護するかというこ とにポイントを

置いて、そのほかの問 題は、例えば農水省に しても、経済産業省に しても、建設省

にしても、業の在り方 については、監督指導 、育成をされておられ るわけですから、

そちらの方で粛々とや ってもらうべきではな かろうか、これは大所 高所の議論です 。 

  も う 一つ、通報者の 問題になるわけですが 、保護される通報者の 範囲で、派遣労

働者をどこまで言うか 。例えばパートタイマ ーを入れるのか、フリ ーター、または
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ア ル バ イト的な人々も 派遣労働者として保護 するのか。私どもの聞 いている範囲内

ですと、通報した人は ほとんどパートの人で はなかったかと、会社 の人ではないと

いうことをよく聞くわ けです。  

  特 に 、今の企業は派 遣労働と言うよりもパ ートタイマーと言った 方がいいと思う

のですが、トヨタなん かも何千人という人間 をパート的に扱ってい る。特に食品企

業なんかになりますと ６割、７割がパートに なっている。そういう 人々は忙しいと

きには雇ってもらえる が、忙しくないときに はすぐに解雇される。 また３か月ぐら

いの雇用計画、こうい うこともあるわけです けれども、そういう人 々が通報した場

合に、果たして保護さ れるのかどうかなのか 。また、そういう人々 に対する保護と

は何なのかということ も、これは少し的が外 れるかもしれませんが 、そういうこと

も通報者の中にあると いうことも一つ念頭に 置いていただきたいと 思います。  

  も う 一つですが、先 ほど宮本さんがおっし ゃられた、製品の欠陥 製品については、

リコール制度があるわ けですから、自動車な んかははっきりしてい ますね。二つ、

３つ、５つでやるのか 、20、50 に な らない とリコールしないのか というのはありま

すけれども、このリコ ール制度の中で対応さ れるものも多々あると 思うんです。  

  も う 一つ、そういう 問題になってくると技 術の限界というのがあ ります。確かに

問題がある製品だと、 しかし、技術がそこま でいっていないと、ま た値段も安いと

いうことになった場合 に、それに対する通報 を誠実性があるとか、 真実性があると

いう見方で対応できる のかと、こういうよう な疑問を感じました。 これは意見と言

うよりも疑問点でござ います。以上でござい ます。  

○ 清 水委員   さ っ き聞き漏らしたのかもしれ ないですけれども、医 療サービスとか、

福祉サービスも当然、 消費者利益の擁護の範 疇に考えてよろしいわ けですね。  

○ 幸 田課長   消 費 者契約法では消費者取引と して考えております。  

○ 片 山委員   25 ペ ー ジ、26 ペ ー ジ辺りの「（２）救済・紛争解決」のスキームです

けれども、今回のこの ペーパーでは、現行の 個別労働紛争解決シス テムのスキーム

と司法制度というもの で解決することになる だろうということです が、実際に支援

センターをやっていま して、今あるスキーム で救済が迅速に適切に 図られるかどう

かというのは、極めて 疑問だという意見がセ ンターのメンバーから 多数出ています 。 

  そ の 理由ですけれど も、実際に通報を受け て、その通報の真実性 だとか、内容の

公益性だということを 我々が判断するのも大 変難しい。そういう中 で果たして今あ

る、いわゆる労働法の 関係でのいろんな労働 紛争を解決するスキー ムとしてつくら
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れ て い る現行の機関で 、かなり専門的な、あ るいは判断に困難を伴 うような内部通

報による不利益な取扱 いというものまで対応 できるのだろうかとい うことを感じて

おります。  

  そ う いう意味で、不 勉強ですけれども、イ ギリスとかアメリカの 司法制度を利用

する前の段階での救済 機関の実態というもの について、もう少し資 料をいただけれ

ばありがたいというふ うに思います。  

○ 浅 岡委員   こ う した制度をそもそも導入し ていくかどうか、どん な中身にするの

かとも関係しますけれ ども、国民的な認識、 意識、期待がはかられ ているようでは

かられていない、わか るようでわからないと いうところがあります 。また通報先と

か、通報の手続等、次 回に議論することに特 に絡みますと、どんな 制度だと一般的

にこういう制度に対し て信頼性があると受け 止められるのか、ある いは労働者の立

場から利用価値を見出 すと言うか、期待がで きると見えるのかなど について、意識

調査的なことができれ ばいいと思うのですけ れども、これまで内閣 府の方ではなさ

ったことはありますで しょうか。企業に対す る一般的な調査につい ては、上場企業

相手の調査結果は、お 知らせいただいている んですけれども、もっ と社会一般とか、

消費者とか、労働者の 立場からの観点での調 査ですけれども。  

○ 幸 田課長   近 く 国民生活モニターの調査が 公表になると思います 。ただ、今、御

指摘の通報者側の立場 に立った、例えば労働 者についての意識調査 ということにつ

いて、問題意識は持っ ていますけれども、ま だ具体的に用意できる ものはございま

せん。  

○ 高 濱委員   保 護 される通報者の範囲につい て少し御意見を申し上 げたいと思いま

す。従業者の場合もど こまで範囲に含めるか はいろいろと御議論が あるかと思いま

すけれども、特に取引 関係者につきましては 、どのような形で保護 するかという大

変難しい問題があるこ とに加え、仮に何らか の形で保護が認められ たとしたときに、

自己の取引関係を有利 にするためにそれが使 われるような恐れもな いわけではあり

ませんので、その辺は 慎重に検討する必要が あると思います。  

  そ れ から、取引関係 者は、業界の中でいろ んな人と取引している わけなので、業

界の競争条件というも のにも影響を与える恐 れもあるわけです。そ ういう点も十分

考慮する必要があるか と思います。  

○ 大 杉委員   １ ペ ージのＡ案、Ｂ案の対比の ところに戻って、両者 は択一的で相手

を排斥する関係にはな いという話は出てきた と思うんですけれども 、中間的なもの
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と し て 、横断的な行政 組織に、具体的には消 費者センター、国民生 活センターのよ

うなところに通報窓口 のようなところがある というのは、Ａ案的な 縦割行政で業界

を管轄している官庁に 通報するというのとは また違った意味があっ て、ＡとＢのち

ょうど中間になるのか なと思いました。  

  具 体 的なイメージが わくわけではない、つ まりセンターに持ち込 まれたときのセ

ンターはどうするかと いうときに、個別の業 界の方の省庁に投げる こともできれば、

自分の方に企業に接す るのかとか、考え始め るとなかなか難しい問 題が出てきそう

ですけれども、一つ強 く主張するのではなく 、考えることのできる 選択肢としては

あり得ようかと思いま した。と言いますのも 、いきなり内部通報が マスコミ等に行

ってしまうよりは、そ ういうところがあった 方が企業の利益にもな るのかなかとい

うように推測しており ます。  

  以 上 です。  

○ 宮 本委員   一 番 大事なことは、通報ルート だと思っているんです 。今日はその話

が余り議論されなかっ たので、是非次回は、 国民生活センターなり 消費者センター

がそういう受け皿にな り得るかどうかという 実態も踏まえて、皆さ んとお話しした

いと思います。  

○ 松 本委員長   そ れ では、本日は多くの論点 について積極的に御発 言をいただきま

して、ありがとうござ いました。予定時間を 若干超過している程度 でうまく収まっ

たと思います。   そ れ では、本日の議論は、 この辺りで終了させて いただきたいと

思います。  

  最 後 に事務局から何 か御連絡はありますか 。  

○ 幸 田課長   次 回 の開催スケジュールについ て御連絡させていただ きます。次回の

審議は、３月６日木曜 日、９時半から同じ庁 舎の４階、別の会議室 でございますけ

れども、第４特別会議 室で開催する予定でご ざいます。  

○ 松 本委員長   そ れ では、どうもありがとう ございました。  

― 以 上 ―  


